
令和７年度 第１回 淡路島地域公共交通活性化協議会 
 

日時:令和７年６月２５日（水）14:00～ 

場所:洲本市経済交流センター（洲本商工会議所） 

２階多目的ホール 

 

１．開会 

 

２．会⾧あいさつ 

 

３．議事 

 （１）令和６年度淡路島地域公共交通活性化協議会の活動、施策の進捗報告について 報告 

令和６年度淡路島地域公共交通活性化協議会決算（案） 協議１ 

令和６年度淡路島地域公共交通活性化協議会決算 監査報告 

 

 （２）令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会予算（案）について 協議２ 

令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会スケジュール（案）について 

 

（３）令和８年度幹線系統補助・フィーダー系統補助の計画認定申請（案）について 協議３ 

 

（４）協議会における事前の「包括的な合意」（案）について 協議４ 

 

４．その他 

 

【配付資料】 

協議会名簿、配席図、協議会規約 

報  告:令和６年度淡路島地域公共交通活性化協議会の活動、計画の経過報告について 

協議１:令和６年度淡路島地域公共交通活性化協議会決算（案） 

    令和６年度淡路島地域公共交通活性化協議会会計監査報告 

協議２:令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会予算（案） 

令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会スケジュール（案）について 

  協議３:令和８年度幹線系統補助・フィーダー補助の計画認定申請（案）について 

  協議４:協議会における事前の「包括的な合意」（案）について 

淡路島地域公共交通計画（概要版） 



【委員】

区分 職名 氏名 役職 備考

1 洲本市企画情報部　部長兼財務部特命参事（ふるさと納税問題調整担当） 福島　太 監事

2 南あわじ市総務企画部　部付部長（企画担当） 家田　和幸 副会長

3 淡路市都市整備部　部長 辻野　真照 監事

4 (公社)兵庫県バス協会 専務理事 新屋敷　昭一 委任状：会長一任

5 (公社)兵庫県バス協会 淡路地区部会長　(淡路交通㈱　運輸部　部長) 片岸　章文
代理出席：
立田　邦人

6 舞子高速バスストップ協議会　(神姫バス㈱　バス事業部計画課　課長) 前田　啓介 委任状：会長一任

7 (一社)兵庫県タクシー協会　淡路部会長　((有)みなとタクシー) 池田　昌宏

8 ㈱淡路ジェノバライン　安全総括管理者取締役 清水　紀晶 委任状：会長一任

9 沼島汽船㈱　代表取締役 松本　正也

10
道路管理者
港湾管理者

兵庫県淡路県民局洲本土木事務所　所長 吉栖 雅人

11 道路管理者 国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所洲本維持出張所　所長 江崎　祐也 委任状：会長一任

12 洲本商工会議所　専務理事兼事務局長 谷池　淳司

13 五色町商工会　事務局長 川野　正統

14 南あわじ市商工会　事務局長 神﨑　恭司

15 淡路市商工会　事務局長 伊藤　雅樹 委任状：会長一任

16 (一社)淡路島観光協会　事務局長 福浦　泰穗 委任状：会長一任

17 (一社)淡路島観光協会　観光戦略室長 地白　雅則 委任状：会長一任

18 洲本市連合町内会　会長 成瀬　健太郎

19 南あわじ市連合自治会　会長 原　孝

20 淡路市連合町内会　会長 魚住　幸市 欠席

21 洲本警察署　交通課長 小林　宏道

22 南あわじ警察署　交通課長 大成　昌宏

23 淡路警察署　交通課長 瀬川　雅史

24 学識経験者 兵庫県立大学　名誉教授 福島　徹 会長

25 ㈱JTB　神戸支店　支店長 木崎　尚文

26 近畿日本ツーリスト㈱　公務・地域共創事業部　課長 松岡　一隆
代理出席：
林　富士雄

【オブザーバー】

氏名 備考 備考

1 大塚　保洋

2 中村 洋一

3  小 崎 隆 志

4 西原　健二

5 前川　恭範 欠席

6 野田　勝

【随行者】

氏名 備考 備考

1 立花　篤

2 松田　明香

3 向井所　孝彰

職名

兵庫県土木部交通政策課　主任

洲本土木事務所　所長補佐（企画調整担当）兼県民躍動室室長補佐（渦潮担当）

洲本土木事務所　企画調整・大鳴門橋自転車道担当

住民代表

洲本市企画情報部　特命参事（政策推進担当）兼企画課長

南あわじ市総務企画部ふるさと創生課　課長

淡路市企画情報部　部付部長兼まちづくり政策課長

公安委員会

観光有識者

職名

国土交通省近畿運輸局交通政策部交通企画課　課長

国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部総務企画部　企画調整官

兵庫県土木部交通政策課　課長

令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会名簿

計画作成市

公共交通事業者

商工団体

観光団体
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（公社）兵庫県バス協会

淡路地区部会長 (淡路交通（株）)

立田 委員代理

(一社)兵庫県タクシー協会淡路

部会長 ((有)みなとタクシー)

池田 委員

沼島汽船㈱ 代表取締役

松本 委員

兵庫県淡路県民局

洲本土木事務所 所長

吉栖 委員

洲本商工会議所

専務理事兼事務局長

谷池 委員

五色町商工会

事務局長

川野 委員

南あわじ市商工会

事務局長

神﨑 委員

洲本市連合町内会

会長

成瀬 委員

南あわじ市連合自治会

会長

原 委員

洲本市企画情報部

企画課

西原 参事

南あわじ警察署 交通課長

大成 委員

淡路警察署 交通課長

瀬川 委員

（株）JTB 神戸支店 支店長

木崎 委員

近畿日本ツーリスト（株）

公務・地域共創事業部

林 委員代理

国土交通省近畿運輸局

交通政策部交通企画課

大塚 課長

国土交通省神戸運輸監理部

兵庫陸運部総務企画部

中村 企画調整官

兵庫県土木部交通政策課

小崎 課長

淡路市企画情報部

まちづくり政策課

野田 部長

● 委員
○ オブザーバー



淡路島地域公共交通活性化協議会規約 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）

の規定に基づき、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活

性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交通計画」という。）の

作成及び実施に関し必要な協議を行うため、淡路島地域公共交通活性化協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、副会長の属する市に置く。 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、次の事務を所掌する。 

(1) 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関すること。 

(2) 地域公共交通計画の実施に係る協議に関すること。 

(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に係る協議に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通の活性化及び再生を推進するた

めに必要な事項の協議に関すること。 

（組織） 

第４条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。 

(1) 計画作成市関係部長又はその指名する者 

(2) 公共交通事業者又はその指名する者 

(3) 道路管理者又はその指名する者 

(4) 港湾管理者又はその指名する者 

(5) 商工・観光団体の長又はその指名する者 

(6) 市民又は利用者を代表する者 

(7) 公安委員会の長又はその指名する者 

(8) 学識経験を有する者 

(9) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残



任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（役員） 

第６条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長１人 

(2) 副会長１人 

(3) 監事２人 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長及び監事は、計画作成市の委員の

うちから会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

５ 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその

議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理人をもって議決権を行使するこ

とができる。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、会長は会議に諮って公開しないことができる。 

(1) 洲本市情報公開条例（平成１８年条例第１７号）第７条及び第８条、南あ

わじ市情報公開条例（平成１７年条例第１８号）第７条並びに淡路市情報公

開条例（平成１７年条例第１５号）第７条に規定する不開示情報が含まれる

場合 

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認

められる場合 



６ 会議の案件について、会長が急を要する事案又は軽微な事案と判断したもの

については、書面にて協議することができる。 

７ 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席

させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（傍聴） 

第８条 傍聴を希望する者は、前条第５項の規定により会議が非公開とされた場

合を除き、会議を傍聴することができる。 

２ 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（報償及び費用弁償） 

第９条 委員は、会議に出席したときは報償及び費用の弁償を受けることができ

る。 

２ 前項に規定する報償及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定め

る。 

（事務局） 

第10条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、副会長の属する市の交通政策担当課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費） 

第11条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、その他の収入をもって

充てる。 

（財務） 

第12条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第13条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切

り、会長であった者がこれを決算する。 

（補則） 

第14条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長



が協議会に諮って定める。 

   附 則 

この規約は、平成２９年３月２７日から施行する。なお、第５条第１項に示す

委員の任期は、淡路島地域公共交通活性化協議会の委員として委嘱された年度

を除く、２年とする。



 

令和６年度淡路島地域公共交通活性化協議会の活動、施策の進捗報告について 

 

１．活動状況 

①淡路島地域公共交通活性化協議会 

 日時 協議内容 

第１回 
令和６年 
６月 27 日 

・令和５年度淡路島地域公共交通網形成計画の経過報告 
・令和５年度協議会決算(案) 
・令和５年度協議会決算会計監査報告 
・令和６年度協議会予算(案) 
・令和６年度協議会スケジュール(案) 
・令和７年度幹線系統補助・フィーダー系統補助の計画認定申請(案) 

第 2 回 
令和７年 
１月 29 日 

・淡路島地域公共交通計画の変更(案) 
・令和６年度及び令和７年度事業(案) 

 

②淡路島地域公共交通活性化協議会 担当者会議 

 日時 協議内容 

第１回 
令和６年 
４月５日 

（福島会⾧、３市、県） 
・協議会事務局のあり方について 
・令和６年度施策の進捗管理について 
・施策について（路線再編、舞子 BS、buSmo 多言語化、情報発信、 

イベント共有） 

第２回 
令和６年 
５月１日 

（福島会⾧、３市、県） 
・令和５年度協議会会計報告について 
・令和６年度第１回協議会の開催について 
・施策について（路線再編、舞子 BS、buSmo 多言語化、情報発信、 

イベント共有） 

第３回 
令和６年 
６月７日 

（福島会⾧、３市、県） 
・令和６年度第１回協議会について 
・３市の統一的な推進体制について 
・施策について（路線再編、舞子 BS、buSmo 多言語化、情報発信） 

第４回 
令和６年 
７月５日 

（福島会⾧、３市、県） 
・施策について（路線再編、buSmo 多言語化） 

第５回 
令和６年 
８月 23 日 

（福島会⾧、３市、県） 
・令和６年度第２回協議会について 
・令和６年度施策の進捗管理について 
・施策について（buSmo 多言語化、バス停ナンバリング） 

第６回 
令和６年 
９月６日 

（福島会⾧、３市、県） 
・令和６年度施策の進捗管理について 
・国庫補助事業の自己評価について 
・施策について（buSmo 多言語化、舞子 BS） 

報告 

1



 

第７回 
令和６年 
10 月４日 

（福島会⾧、３市、県） 
・令和６年度第２回協議会について 
・令和７年度県地域振興事業（淡路島 Maas）について 
・県生活交通対策地域協議会について 

第８回 
令和６年 
11 月１日 

（福島会⾧、３市、県） 
・路線バス、コミバスの年間利用者数について 
・施策について（淡路島 Maas） 

第９回 
令和６年 
12 月６日 

（福島会⾧、３市、県） 
・令和６年度第２回協議会について 
・４者協定（淡路交通、３市）について 
・観光交通調整会議について 
・施策について（buSmo、淡路島 Maas、バス停ナンバリング） 

第 10 回 
令和７年 
１月 10 日 

（福島会⾧、３市、県） 
・令和６年度第２回協議会について 
・交通計画の変更について 
・協議会３市負担金について 
・観光交通調整会議について 
・施策について（buSmo レンタカー表示、淡路島 Maas） 

第 11 回 
令和７年 
２月５日 

（福島会⾧、３市、県） 
・JR 舞子駅要望について 
・施策について（淡路島 Maas、buSmo 改修方針） 

第 12 回 
令和７年 
３月７日 

（福島会⾧、３市、県） 
・協議会事務局の引継ぎについて 
・施策について（R7buSmo 負担金、バス停ナンバリング） 

 

③各市 地域公共交通会議 

  日時 協議内容 

淡路市 
第１回淡路市地
域公共交通会議 

令和６年 
6 月 26 日 

・洲本バスセンターまでの新規路線について 
・コミュニティバスの評価検証・基準について 

洲本市 
第１回洲本市地
域公共交通会議 

令和６年 
6 月 26 日 

・淡路市生活観光バスあわ神・あわ姫バスの 
洲本バスセンター延伸案について 

南 あ わ じ
市 

第１回南あわじ
市地域公共交通
会議 

令和７年 
２月 12 日 

・らん・らんバス令和７年度運行見直しについて 
・らん・らんバス令和７年度運行見直しに係る 

協議運賃について 
 

２．施策の進捗状況 

別表のとおり 
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施策進捗状況管理表（目標値管理） R7.5.31時点

計画時点 R6 R7 R8 R9 R10

目標１　取組を推進していくための体制づくり

施策の方向性1-1　３市による統一的な推進体制の構築

施策1-1-1　統一的な推進体制の構築とコミュニティバスの統合に向けた検討 [計画]

[実績] 検討 検討

淡路島地域内公共交通の総合調整のため、行政部門の企画・立案機能を統合 検討・協議 検討

コミュニティバスの市域間運行及び統合に向けた検討 － 検討

目標２　利便性の高い公共交通ネットワークの形成

施策の方向性２-1　幹線、準幹線、支線等の路線の役割に応じたネットワークの形成

施策２-1-1　運行水準の維持・向上とニーズ等に応じた見直し [計画]

[実績] 実施 実施

淡路交通 縦貫線（洲本～津名港） ルート変更（津名高校前経由） 実施 継続実施

縦貫線（洲本～福良） ルート変更（南あわじ市役所前付近 乗せ換え） 検討 R7.10.1実施予定

都志線（洲本～アスパ五色） 増便､ダイヤ・ルート変更 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

都志線（洲本～奥の内） 増便､ダイヤ・ルート変更 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

鳥飼線（洲本～陸の港西淡） 増便､ダイヤ・ルート変更 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

鳥飼線（洲本～シーパ前） 増便､ダイヤ・ルート変更 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

長田線 増便､ダイヤ・ルート変更 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

本四海峡バス 鮎原線 ダイヤ・ルート変更 検討 R7.9.1実施予定

淡路市コミバス 反時計回り路線 早朝便の運行 実施 継続実施

洲本市コミバス － －

南あわじ市コミバス 全路線 再編（ダイヤ・ルート変更） 検討 R7.4.1実施

施策２-1-2　高速バスの地域内乗降の拡大 [計画]

[実績] 実施 継続実施

神姫バス､淡路交通 三ノ宮・福良線 陸の港西淡～福良 実施 継続実施 継続実施

三ノ宮・西浦線 北淡IC～高田屋嘉兵衛公園 実施 継続実施 継続実施

三ノ宮・福良線 淡路IC～福良　※一部便のみ 実施 継続実施

神姫バス､本四海峡バス 北淡路西海岸ライン 岩屋PT～北淡IC 実施 継続実施 継続実施

西日本JRバス､本四海峡バス 三ノ宮・洲本線 ニジゲンノモリ～洲本IC 実施 継続実施

目標値１　路線バス・コミュニティバスの年間利用者数 （基準値:R5） （目標値）

【各市・交通事業者資料】 635,458人 694,199人 532,000人

目標値２　路線バス・コミュニティバスへの利用者一人当たりの公的資金投入額 （基準値:R4） （目標値）

【各市・交通事業者資料】 470.9円/人 471.4円/人 470.9円/人

指標

検討・調整・可能なものから実施

検討・調整・可能なものから実施

検討・調整・可能なものから実施
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施策進捗状況管理表（目標値管理） R7.5.31時点

計画時点 R6 R7 R8 R9 R10指標

施策の方向性２-２　市域を超えた移動環境の向上

施策２-２-1　市域を超えた路線の見直し [計画]

[実績] 実施 実施

淡路交通 縦貫線（洲本～福良） ルート変更による時間短縮等 検討 R7.10.1実施予定

本四海峡バス 鮎原線 ダイヤ・ルート変更 検討 R7.9.1実施予定

淡路市コミバス 岩屋洲本線 実施 継続実施

施策２-２-2　乗り継ぎ等利用しやすい手段の導入 [計画]

[実績] 検討 実施

淡路交通 縦貫線（洲本～津名港） 運賃低減 実施 継続実施

縦貫線（洲本～福良） 運賃低減 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

由良線 運賃低減 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

都志線（洲本～アスパ五色） 運賃低減 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

都志線（洲本～奥の内） 運賃低減 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

鳥飼線（洲本～陸の港西淡） 運賃低減 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

鳥飼線（洲本～シーパ前） 運賃低減 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

長田線 運賃低減 R4.10.1実施 継続実施 継続実施

本四海峡バス 鮎原線 淡路市コミバスと均一料金化 検討 R7.9.1実施予定

淡路市コミバス 鮎原線と均一料金化 検討 R7.9.1実施予定

洲本市コミバス 五色地域線 回数券を淡路交通都志線と相互利用 実施 継続実施 継続実施

南あわじ市コミバス 全路線 学生運賃見直し 検討 R7.4.1実施

南北幹線 洲本市コミバス上灘・沼島線との乗継割引 継続実施 継続実施 継続実施

路線バス＝コミュニティバス 乗継料金の検討 検討

検討・調整 実施

検討・調整・可能なものから実施
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施策進捗状況管理表（目標値管理） R7.5.31時点

計画時点 R6 R7 R8 R9 R10指標

施策の方向性２-３　広域拠点、地域拠点の役割に応じた交通結節機能の充実

施策２-３-1　淡路IC、洲本ICの地域拠点としての整備及び淡路島南PAの地域拠点化の検討 [計画]

[実績] 協議 協議

淡路IC 高速バスから自動車や施設送迎バスへの乗換機能向上 協議 協議

洲本IC 高速バスから路線バス、自動車による送迎、施設バスへの乗換機能向上 協議 協議

淡路島南PA 高速バス停留所の設置､他の移動手段との交通結節機能向上 協議 協議

施策２-３-２　拠点における交通結節機能の向上 [計画]

[実績] 実施 検討・協議

広域拠点 岩屋PT PT整備 実施 実施済

津名港T T整備 検討 検討

洲本BC カーシェアリング整備 実施 継続実施

陸の港西淡 カーシェアリング整備 実施 継続実施

福良 カーシェアリング整備 実施 継続実施

地域拠点 淡路IC 検討 検討

東浦BT BT整備 検討 検討

北淡IC 停留所上屋修繕 検討 検討

郡家 検討 検討

淡路島中央SIC 検討 検討

洲本IC 協議 協議

商業施設パルティ 検討 検討

商業施設シーパ 検討 検討

淡路島南PA 協議 協議

土生港 検討 検討

施策２-３-３　乗換案内・情報発信機能の統一 [計画] 検討・調整

[実績] 検討 協議

各拠点 乗換案内､情報発信の方法や内容の統一 検討・協議 協議

施策２-３-４　乗り継ぎ時間の短縮 [計画]

[実績] 実施

淡路市コミバス＝淡路ジェノバライン 乗り継ぎを考慮した運行ダイヤの調整 実施 継続実施

施策２-３-５　高速舞子バスストップの交通結節機能強化 [計画]

[実績] 実施 実施

乗換案内等情報発信､待合機能の充実 路面誘導サイン設置（JR舞子駅＝高速バス停） 実施 実施済

２Ｆエスカレーター入口サイン 実施

４Ｆベンチ更新 実施

検討・調整・可能なものから実施

実施

ダイヤ改定にあわせて随時実施

検討・調整

実施
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施策進捗状況管理表（目標値管理） R7.5.31時点

計画時点 R6 R7 R8 R9 R10指標

目標3　日常の移動手段の充実（通勤・通学、買物、通院等）

施策の方向性３-１　公共交通空白地における移動手段の確保

施策3-1-1　公共交通空白地における地域内交通の導入 [計画]

[実績] 継続実施 継続実施

淡路市 岩屋 バンバンバス 継続実施 継続実施 継続実施

山田 ハピネス山田号（デマンドバス） 継続実施 継続実施 継続実施

長沢 長沢ミニバス 継続実施 継続実施 継続実施

洲本市 大野･鮎屋 あったか友愛バス 継続実施 継続実施 継続実施

千草 チョイソコ洲本 実証運行 検討

南あわじ市 灘 NPOによる自家用有償運送 継続実施 継続実施 継続実施

施策の方向性３-２　地域の状況に応じた移動手段の充実

施策3-2-1　地域の需要に応じた移動手段の導入 [計画]

[実績]

淡路市 デマンドバス 2地区に説明・協議 協議 継続協議

洲本市 検討 検討

南あわじ市 検討 検討

施策3-2-２　福祉サービスとの連携（介護保険送迎、福祉有償、移動支援施策等） [計画]

[実績] 検討 検討

淡路市 検討 検討

洲本市 検討 検討

南あわじ市 検討 検討

目標値3　住まいの地域の公共交通が便利だと思う人の割合 （基準値:R4） R6.6.3発表 （目標値）

【「兵庫の豊かさ指標」県民意識調査】 12.0% 13.5% 12.0%

継続実施

検討・調整・可能なものから実施

継続実施

6



施策進捗状況管理表（目標値管理） R7.5.31時点

計画時点 R6 R7 R8 R9 R10指標

目標４　非日常の移動手段の充実（観光等）

施策の方向性４-１　観光に対応した移動手段の充実

施策４-1-1　二次交通の充実 [計画]

[実績] 実施 継続実施

淡路市 レンタカー 岩屋PT､東浦BT､夢舞台、野島､楠本 実施 継続実施 継続実施

カーシェア 岩屋PT､東浦BT､夢舞台、郡家 実施 継続実施 継続実施

レンタサイクル 岩屋PT､東浦BT､夢舞台 実施 継続実施 継続実施

洲本市 レンタカー 市内5箇所 実施 継続実施 継続実施

カーシェア 洲本BC､小路谷 － 実施 継続実施 ※洲本IC検討

レンタサイクル 洲本BC､高田屋嘉兵衛公園 実施 継続実施 継続実施

シェアサイクル 洲本BC（市街地周遊） 実施

定額タクシー 拠点：洲本BC 実施 継続実施 継続実施

南あわじ市 レンタカー 福良 実施 継続実施 継続実施

カーシェア 陸の港西淡､福良､慶野､阿万吹上､阿那賀 実施 継続実施 継続実施

レンタサイクル 陸の港西淡､福良 実施 継続実施 継続実施

定額タクシー 拠点：陸の港西淡 － 実施 継続実施

目標値4　レンタカー、カーシェアが導入されている広域拠点数 （基準値:R5） （目標値）

3箇所 5箇所 5箇所

施策の方向性4-２　広域乗換拠点からの交通手段の充実

施策4-2-1　空港等からの交通手段の充実 [計画]

[実績] 実施 実施

関西国際空港、伊丹空港、神戸空港、JR新神戸駅との交通手段の充実 実施 実施 実施

徳島空港からの新規バス路線の整備 実証運行 実証運行 実証運行

目標値５　空港や新幹線駅からのバス路線の設定状況 （基準値:R5） （目標値）

6路線 6路線 7路線

検討・調整・可能なものから実施

検討・調整・可能なものから実施
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施策進捗状況管理表（目標値管理） R7.5.31時点

計画時点 R6 R7 R8 R9 R10指標

目標5　持続可能な公共交通の実現

施策の方向性５-１　シームレスな移動サービスの提供、MaaSの推進

施策５-1-１　総合的な公共交通情報の発信 [計画]

[実績] 実施 実施

多様な情報媒体による情報発信 淡路市公式LINE 実施 継続実施

洲本市公式LINE 実施 継続実施

南あわじ市公式LINE 実施 継続実施

検索アプリ「buSmo（バスモ）」 多言語対応（英語） 実施 継続実施

レンタカー､カーシェア､タクシー案内 実施 継続実施

多言語対応（中国語（繫体､簡体）、韓国語） 実施

地図機能検索 実施

GTFS-JP（静的データ）整備 高速バス､路線バス､コミバス､船舶 実施 継続実施 継続実施

GTFS-RT（動的データ）整備 淡路市コミバス 実施 継続実施

洲本市コミバス､南あわじ市コミバス 実施

施策５-1-２　バスの統一的なナンバリング [計画] 検討・調整

[実績] 検討・調整 実施

ナンバリングの整備 淡路市コミバス 協議 実施

洲本市コミバス 協議 協議

南あわじ市コミバス 協議 協議

路線バス 検討 検討

高速バス 検討 検討

継続実施

実施
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施策進捗状況管理表（目標値管理） R7.5.31時点

計画時点 R6 R7 R8 R9 R10指標

施策５-1-３　キャッシュレス化の推進 [計画]

[実績] 実施 継続実施

高速バス 淡路交通 交通系ICカード 実施 継続実施 継続実施

神姫バス 交通系ICカード 実施 継続実施 継続実施

 本四海峡バス 交通系ICカード 実施 継続実施 継続実施

 西日本JRバス 交通系ICカード 実施 継続実施 継続実施

みなと観光バス 交通系ICカード､クレジットカード､電子マネー 実施 継続実施 継続実施

路線バス 淡路交通 バスモリ 実施 継続実施 継続実施

PayPay － 実施 継続実施

本四海峡バス バスモリ － － 実施

コミバス 淡路市コミバス バスモリ 実施 継続実施 継続実施

PayPay － 実施 継続実施

洲本市コミバス PayPay 実施 継続実施 継続実施

イオンペイ － 実施 継続実施

南あわじ市コミバス PayPay 実施 継続実施 継続実施

イオンペイ － 実施 継続実施

施策５-1-４　周遊パスの充実や交通モードを超えた乗り継ぎ切符の導入 [計画]

[実績] 実施 実施

バス旅ひょうご（北淡路エリア） 高速バス（往復）､路線バス･淡路市コミバス（1日or2日） 実施 継続実施 継続実施

バス旅ひょうご（南淡路エリア） 高速バス（往復）､路線バス･洲本市コミバス･南あわじ市コミバス（1日or2日） 実施 継続実施 継続実施

明石海峡・島たびパス 高速バス（片道）､高速船（片道）､淡路市コミバス（1日） － 実施 継続実施

花・食巡り切符 高速船（往復）､淡路市コミバス（1日or2日） 実施 継続実施 継続実施

淡路交通路線バス・深日洲本ライナー共通券　　高速船（往復）､路線バス（1日） 実施 継続実施 継続実施

オニオンバスフリー券 徳島空港線･路線バス･南あわじ市コミバス（1日or2日） 実施 継続実施 廃止

検討・調整・可能なものから実施

検討・調整・可能なものから実施
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施策進捗状況管理表（目標値管理） R7.5.31時点

計画時点 R6 R7 R8 R9 R10指標

施策の方向性５-２　多様な主体の連携による利用を促す取り組みと移動サービスの確保

施策５-2-1　公共交通の利用機会の創出 [計画]

[実績] 実施 実施

運賃無料（割引）サービス 淡路市 コミバス運賃無料デー、乗継サービス 実施 継続実施

淡交､洲本市､南あわじ市 運賃割引（こどもの日､敬老の日､年末年始） 実施 継続実施

淡交､３市 路線バス運賃40％OFF､上限500円 実施 継続実施

イベント 淡路交通 淡路交通バスまつり（津名車庫） 実施 5/18 －

バスの乗り方教室（淡路島護国寺駐車場） 実施 7/28 実施予定（9月～） ※各小学校にて

淡路市 はたらくくるま大集合 in ONOKORO 実施 5/26 継続実施

南あわじ市 あんぜん・あんしんフェア（市地区公民館） 実施 2/1 未定

高齢者への働きかけ 淡路交通 路線バス_50%OFF 実施 継続実施

（運転免許自主返納支援） 淡路市 コミバス_5年間の無料乗車券配布 実施 継続実施

洲本市 コミバス_50%OFF 実施 検討

南あわじ市 コミバス_1年フリーパス券贈呈 実施 継続実施 ※5年に拡充

ノーマイカーデー、エコ通勤 淡路市 職員対象ノーマイカーデー 実施 継続実施 継続実施

洲本市 検討

南あわじ市 実施 - 検討

施策５-2-２　運転手確保のための支援 [計画]

[実績] 検討 検討

募集情報の積極的な提供 検討 検討

就業支援 検討 検討

施策の方向性５-３　新技術等を活用した新たな取り組みの推進

施策５-３-1　 環境負荷の小さい車両の導入による脱炭素化の推進 [計画]

[実績] 実施 継続実施

ＥＶバス等の導入 南あわじ市コミバス 実施 2台 継続実施

施策５-３-２　 新技術や新しい仕組みによる取組の推進 [計画]

[実績] 検討 検討

AI､自動運転技術の活用 検討 検討

貨客混載､他産業との連携 検討 検討

ビッグデータ等の活用 検討 検討

継続実施

継続実施

継続実施

検討・調整・可能なものから実施

1
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令和６年度淡路島地域公共交通活性化協議会 決算（案） 
歳入                                              （単位:円） 

款 項 目 当初予算額 決算額 比較増減 備考 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 150,000 0 △ 150,000 3 市からの負担金 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 5,390,000 5,390,000 0 
令和６年度歳入 
※令和５年度実施事業に対する 
国庫補助金 5,390,000 円 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 407,000 406,725 △ 275 前年度繰越金 406,725 円 

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 雑入 1,000 698 △ 302 預金利息 

歳入合計 5,948,000 5,797,423 △ 150,577  

 
歳出                                              （単位:円） 

款 項 目 当初予算額 決算額 比較増減 備考 

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 400,000 226,680 △ 173,320 委員報酬、旅費等 

  ２ 事務費 １ 事務費 147,000 26,303 △ 120,697 振込手数料（10,835 円） 
郵便切手代等（15,468 円） 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 5,400,000 5,400,000 0 令和５年度実施事業に対する 
国庫補助金相当額を３市へ返還 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 1,000 0 △ 1,000  

歳出合計 5,948,000 5,652,983 △ 295,017  

歳入合計(円)  －  歳出合計(円)  ＝  差引(円) 

5,797,423      5,652,983     144,440 

次年度への繰り越し額            144,440 

 

協議１ 





 

 令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会 予算（案） 

 

歳入                                    （単位:千円） 

款 項 目 金額 備考 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 600 
洲本市      200 
南あわじ市    200 
淡路市      200 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 13,984 令和７年度地域内フィーダー 
系統確保維持費国庫補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 144 

 

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 雑入 1 

 

歳入合計 14,729 

 

 

歳出                                    （単位:千円） 

款 項 目 金額 備考 

１ 運営費 １ 会議費 １ 会議費 500 委員報酬、旅費等 

  ２ 事務費 １ 事務費 244 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 13,984 
令和７年度地域内フィーダー 
系統確保維持費国庫補助金を 
事業主体へ支出 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 1 
  

歳出合計 14,729 
  

 

協議２ 



 

令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会スケジュール（案）について 

 

日 程 内 容 

令和７年６月 

＜今回＞ 

第１回活性化協議会 

・令和６年度活動、施策進捗状況 報告 

・令和６年度決算 

・令和７年度予算 

・令和８年度国庫補助（幹線、フィーダー）計画認定申請 

↓  

令和８年１月 

第２回活性化協議会 

・令和７年度施策進捗状況 報告 

・令和７年度国庫補助（幹線、フィーダー）事業 自己評価 

 

協議２ 



様式第１－１（日本産業規格Ａ列４番）  

令和７年６月 25 日  
 

 

国土交通大臣 殿  
 

 

                                  氏名又は名称 淡路島地域公共交通活性化協議会  

                                  住    所 南あわじ市市善光寺 22 番地１  

                                  代 表 者 氏 名 会長 福島 徹  
 

 

 

地域公共交通計画認定申請書  
 

 

 

 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。  

協議３−１ 
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補助要綱規定事項一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治体名：淡路島地域公共交通活性化協議会（洲本市、南あわじ市、淡路市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画名称：淡路島地域公共交通計画

地域公共交通計画での記載箇所（頁）

（第１号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統の地域の公共交
通における位置付け・役割

P.33（２）地域公共交通ネットワークの確保・維持の方針
「各運行系統の位置づけと確保維持の方針」

（第２号関係）
上記を踏まえた地域公共交通確保維持事
業の必要性

P.34「地域公共交通確保維持事業の必要性」

（第３号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統に係る事業及び
実施主体の概要

P.34「補助系統に係る事業及び実施主体の概要」

（第４号関係）
地域公共交通計画の区域内全体における
地域旅客運送サービスの利用者の数、収
支、費用に係る国又は地方公共団体の支
出の額その他の定量的な目標・効果及び
その評価手法

利用者の数：P.31
　　　　　「路線バス・コミュニティバスの年間利用者数」
公的資金投入額：P.31
　　　　　「路線バス・コミュニティバスへの利用者一人
　　　　　　当たりの公的資金投入額」
収支：P.32「路線バス・コミュニティバスの収支率」

補助要綱第17条第1
項に規定する事項
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２．将来像実現に向けた目標 

（１）目標 

 将来像の実現に向けて、地域や地域公共交通の現状、現行計画の進捗、地域公共交通の課題等

を踏まえ、将来像実現に向けた本計画の目標について設定を行います。 

 

目標① 取組を推進していくための体制づくり 

・ 本計画は、持続可能な地域公共交通の形成に向けて市域を超えて、淡路島全島で取り組みを進

めていくための計画であり、その計画の推進には体制づくりが重要となります。すでに設置さ

れている「淡路島地域公共交通活性化協議会」を基本として、３市が連携を図りながら地域公

共交通の取り組みが進められる体制づくりを進めます。 

 

目標② 利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成 

・ 淡路島では高速バス、路線バス、コミュニティバス等、地域の状況に応じた交通機関が導入さ

れています。高速バス、幹線、準幹線、支線の階層性を基本に、各交通機関が効率的、効果的

に連携、分担する、利便性の高い地域公共交通ネットワークを形成します。 

 

目標値 

 指標 単位 基準値 
目標値 

2028（令和10)年度 
データ取得方法 

目標値１ 
路線バス・コミュニティバ

スの年間利用者数 
人 

635,458 

（202３（令和５）年） 
532,000 

各市・交通 

事業者資料 

(目標値設定の考え方) 

 人口減少による利用者が減少するが、路線バス・コミュニティバスを利用する人の割合は変化

しない。 

淡路島の現在の人口：１２７,537 人(２０２０（令和 2）年国勢調査) 

将来推計人口：106,763 人（2030（令和１２）年、兵庫県将来推計人口） 

目標値２ 

路線バス・コミュニティバ

スへの利用者一人当たり

の公的資金投入額 

円 
470.9 

（2022（令和４）年） 
470.9 

各市・交通 

事業者資料 

(目標値設定の考え方) 

 効率的な運行により利用者一人当たりの公的資金投入額を増加させない。 

※燃料費の高騰、人件費の増加など想定外の事態が発生した場合は再設定する。 
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目標③ 日常の移動手段の充実（通勤・通学、買物、通院等） 

・ 淡路島では通勤・通学、買物、通院等の移動手段として、島内外の方に地域公共交通が利用さ

れています。島内の住民や島外の通勤、通学している方などが、安心して快適に生活できるよ

う、地域公共交通を中心に日常の移動手段の充実を図ります。 

 

目標値 

 指標 単位 基準値 
目標値 

2028（令和10)年度 
データ取得方法 

目標値３ 
住まいの地域の公共交通

が便利だと思う人の割合 
％ 

12 

（2022（令和４）年度） 
12 

「兵庫のゆた
かさ指標」県
民意識調査 

(目標値設定の考え方) 
 ニーズに応じた地域公共交通サービスが提供され「地域公共交通が便利だと思う人の割合」

が維持される。 

 

目標④ 非日常の移動手段の充実（観光等） 

・ 淡路島では地域経済を牽引する観光産業の更なる発展に向けて、観光客の誘客の取り組みを進

めています。観光客がストレスなく、快適に、様々な場所の観光を楽しめるように、非日常の

移動手段について充実を図ります。 

 

目標値 

 指標 単位 基準値 
目標値 

2028（令和10)年度 
データ取得方法 

目標値４ 
レンタカー、カーシェアが導

入されている広域拠点数 
箇所 

３ 

（202３（令和５）年） 
５ 

各市・交通 

事業者資料 

(目標値設定の考え方) 

 すべての広域拠点にレンタカーあるいはカーシェアが導入される。 

目標値５ 
空港や新幹線駅からのバ

ス路線の設定状況 
路線 

６ 

（202３（令和５）年） 
７ 

各市・交通 

事業者資料 
(目標値設定の考え方) 
 関西空港、伊丹空港、神戸空港、徳島空港、新神戸駅からの高速バス路線が充実する。 

 

目標⑤ 持続可能な地域公共交通の実現 

・ 今後、更に人口減少が進み、地域公共交通が一層厳しい状況となることが想定されます。多様な

主体との連携、他分野との連携により、環境にも配慮した持続可能な地域公共交通を実現します。 

 

目標値 

 指標 単位 基準値 
目標値 

2028（令和10)年度 
データ取得方法 

目標値６ 
路線バス・コミュニティバ

スの収支率 
％ 

29.4 

（2022（令和４）年） 
29.4 

各市・交通 

事業者資料 

(目標値設定の考え方) 

 人口減少が進むが効率的な運行により収支率は維持される。 

 ※燃料費の高騰、人件費の増加など想定外の事態が発生した場合は再設定する。 
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（２）地域公共交通ネットワークの確保・維持の方針 

 地域公共交通ネットワークの将来像実現に向けた、各運行系統の位置づけと、確保・維持の方

針、地域公共交通確保維持事業の必要性を示す。 

 

各運行系統の位置づけと確保維持の方針 

位置づけ 系統 事業主体 確保・維持の方針 

高速バス
ネットワ
ーク 

各高速バス 
路線 

高速バス事業者

各社 
交通事業者の事業として一定以上の水準を確保
することをめざす。 

幹線 

循環線 淡路市 

島内の主要な幹線軸として、国の運行経費補助
である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）
を活用し、持続可能な運行をめざす。 

縦貫線 
（洲本BC～津名港） 

淡路交通 

縦貫線 
（福良～洲本 BS） 

淡路交通 

準幹線 

東浦北淡線 淡路市 
幹線を補完する軸として、国の運行経費補助で
ある地域公共交通確保維持事業（フィーダー補
助）を活用し、持続可能な運行をめざす。 

由良線 淡路交通 

幹線を補完する軸として、交通事業者、行政、
住民等が連携を図り、持続可能な運行をめざ
す。 

都志線 淡路交通 

長田線 淡路交通 

鳥飼線 淡路交通 

中央循環線 南あわじ市 

西循環線 南あわじ市 

南北幹線 南あわじ市 

支線 

北部観光周遊回り 淡路市 地域の移動を支える軸として、国の運行経費補
助である地域公共交通確保維持事業（フィーダ
ー補助）を活用し、持続可能な運行をめざす。 五色地域線 洲本市 

鮎原線 本四海峡バス 

地域の移動を支える軸として、需要に応じた適
切な交通機関を導入し、交通事業者、行政、住
民等が連携を図り、持続可能な運行をめざす。 

南部観光周遊回り 淡路市 

上灘・沼島線 洲本市 

南循環線 南あわじ市 

北循環線 南あわじ市 

東循環線 南あわじ市 

岩屋地域コミュ
ニティバス 

㈱恵美寿 

長沢地域コミュ
ニティバス 

長沢コミバス 
実行委員会 

山田地域コミュ
ニティバス 

山田まちづくり 

協議会 

灘地区自家用有
償旅客運送 

NPO 法人 
灘水仙の里 

航路 各航路 運行事業者各社 
島内と島外や離島を結ぶ、地域の移動を支える軸

として、交通事業者、行政、住民等が連携を図

り、持続可能な運行をめざす。 
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地域公共交通確保維持事業の必要性 

位置 

づけ 
系統 地域公共交通確保維持事業の必要性 

幹
線 

循環線 

南側には島内の幹線である縦貫線、北側には明石や神戸方面とつながる明石岩屋航

路と接続しており、淡路市域を超える移動を担う島内において重要な役割を担う路線と

なっています。通勤・通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動を基本としつつ、観光

や余暇活動等、多様な目的での移動を担っています。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行

政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

縦貫線 

（洲本ＢＣ

～津名港） 

島内の南北を貫く幹線として、洲本 BC を境に南側には南あわじ市内の準幹線である

中央循環線等が、北側には島内の幹線である循環線が接続しており、島内移動の重要な

役割を担う路線となっています。通勤・通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動を基

本としつつ、観光や余暇活動等、多様な目的での移動を担っています。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行

政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

縦貫線 

（福良～ 

洲本ＢＣ） 

準
幹
線 

東浦 

北淡線 

淡路市の東浦地域と北淡地域を結ぶ通勤・通学、買い物、通院等の主に日常生活に係

る移動を担う路線となっています。東浦地域、北淡地域でともに幹線である循環線に接

続しており、循環線を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業

者、行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

支
線 

北部 

観光 

周遊 

回り 

淡路市北部地域の観光拠点を結ぶ、主に観光に係る移動を担う路線となっています。

一部、日常生活に係る移動にも利用されています。東浦地域、岩屋地域でともに幹線で

ある循環線に接続しており、循環線を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業

者、行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

五色 

地域線 

洲本市の洲本地域から五色地域を結ぶ通勤・通学、買い物、通院等の主に日常生活に

係る移動を担う路線となっています。洲本地域で幹線である縦貫線（洲本 BC～津名港）

に接続しており、縦貫線(洲本 BC～津名港)を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業

者、行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 
 

補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

位置
づけ 

系統 起点 
経由
地 

終点 
事業許可 

区分 
運行 
態様 

実施主体 
補助事
業活用 

幹線 

循環線 
岩屋

PT 
志筑 

岩屋

PT 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路市 

幹線 

補助 

縦貫線 

（洲本 BC～津名港） 

洲本

BC 
志筑 津名港 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

縦貫線 

（福良～洲本 BC） 
福良 - 

洲本

BC 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

準 幹

線 
東浦北淡線 

東浦

BT 

本四 

仁井 

北淡事

務所前 

自家用有償

旅客運送 

路線定

期運行 
淡路市 

フィーダー

補助 

支線 

北部観光周遊回り 
岩屋

PT 

東浦

BT 

岩屋

PT 

自家用有償

旅客運送 

路線定

期運行 
淡路市 

フィーダー

補助 

五色地域線 
洲本

BC 
- 

高田屋

嘉兵衛

公園 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 

洲本市 
（運行は交通事

業者に委託） 

フィーダー

補助 

6
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別 紙（地域間幹線系統） 

 

令和７年６月２５日 

 

          （名称）淡路島地域公共交通活性化協議会 
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

人口減少や少子高齢化、車社会の進展により路線バスやコミュニティバス等の公共交通

の利用者は年々減少を続けており、収支悪化による行政負担の増加や運転手不足など、日

常生活に必要不可欠な地域公共交通の確保維持が極めて厳しい状況にある。 

今後も地域の活力を維持していくためには、地域公共交通確保維持事業により下記路線

を存続させていくことが必要であり、地域住民、運行事業者及び行政等地域の関係者が適

切な役割のもと地域公共交通の確保維持を図るとともに、もって島内の活性化に資するこ

とを目的とする。 

 

淡路市生活観光バス「循環線」 

淡路島の北部においては、淡路市生活観光バス「循環線」を運行しており、市内を循環

することにより高校生や自家用車を運転できない高齢者等を中心に、通勤・通学、買い物、

通院などへの生活移動手段としての役割を担っている。 

また、路線の北側では明石や神戸方面とつながる明石岩屋航路と接続しており、南側で

は島内の別の幹線系統である淡路交通路線バス縦貫線と接続するなど、観光や余暇活動等

の多様な目的での広域的な移動手段としても重要な役割を担っている。 

今後も、本路線を中心に島内公共交通ネットワークが十分に機能し島内の活性化を図る

ためにも、本路線を地域間幹線系統として確保維持することが必要である。 

 

淡路交通路線バス「縦貫線（洲本ＢＣ～津名港）」「縦貫線（福良～洲本ＢＣ）」 

淡路島の南部においては、淡路交通路線バス「縦貫線（洲本ＢＣ～津名港）」「縦貫線（福

良～洲本ＢＣ）を運行しており、路線の北側では淡路市生活観光バス「循環線」と接続し

島内の南北を貫く路線として、通勤・通学、買い物、通院、観光及び余暇活動等における

市域を越える移動を担っている。 

今後も、本路線を中心に島内公共交通ネットワークが十分に機能し島内の活性化を図る

ためにも、本路線を地域間幹線系統として確保維持することが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

①路線バス・コミュニティバス（全体）の年間利用者数 

・交通計画目標年度である令和 10 年度で 532,000 人以上とすることを目標とする。 

・令和６年度実績：694,199 人 

 

②路線バス・コミュニティバス（全体）への利用者一人当たりの公的資金投入額 

・交通計画目標年度である令和 10 年度で 470.9 円以下とすることを目標とする。 

・令和６年度実績：471.4 円 

 

（２）事業の効果 

当該路線を維持することにより、地域住民の通勤・通学、買い物、通院など日常生活に

必要不可欠な移動手段が確保される。 

また、地域間幹線系統とフィーダー系統のネットワークが連携することで、効率的な運

行体系が実現できるとともに、外出の促進による高齢者の健康増進や地域活性化にもつな

がる。 
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別 紙（地域間幹線系統） 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・他路線の交通事業者とも連携した系統や便数、運行ダイヤを見直し、利便性向上による

利用促進を図り、利用者数増をめざす。（淡路市、洲本市、南あわじ市、事業者） 

・交通モードを超えた乗り継ぎ切符（企画乗車券）を導入し、利用促進を図る。（淡路市、

洲本市、南あわじ市、事業者） 

・運賃無料、割引サービス（こどもの日、敬老の日等、免許返納）を実施し、バス利用の

認知度を上げ、利用者数増を図る。（淡路市、洲本市、南あわじ市、事業者） 

・淡路島発着の高速バス、路線バス、コミバス、旅客船等の総合的な公共交通情報を WEB

アプリ「buSmo（バスモ）」により発信し、地域需要の掘り起こし並びに観光利用増を図

る。本年度は多言語（英語、中国語（簡体、繁体）、韓国語）にも対応できるよう改修す

る。（淡路市、洲本市、南あわじ市、兵庫県淡路県民局、淡路島観光協会） 

・市広報誌、市ＬＩＮＥやイベント等を活用した情報を発信し、バス利用の認知度を上げ、

利用者数増を図る。（淡路市、洲本市、南あわじ市） 

・コミバスの時刻表及び公共交通マップの作成、市内集客施設への配布を通じ、バス利用

の認知度を上げ、利用者数増を図る。（淡路市） 

・利便性向上のため、バス停ナンバリング、路線カラーリングを検討する。（淡路市、洲本

市、南あわじ市、兵庫県淡路県民局、淡路島観光協会） 

・ＱＲコードを用いたキャッシュレス決済等を導入し、利便性向上による利用促進を図り、

利用者数増をめざす。（事業者） 

・スマホアプリ（バスもり）を活用した定期券・回数券・１日乗り放題券を高等学校等へ

出向き広く周知し、バス利用の認知度を上げ、利用者数増を図る。（事業者） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

表２を添付。 

 

淡路市生活観光バス「循環線」 

運行経費から運行収入、国庫補助金及び県補助金を差し引いた差額分を運行事業者への

補助金として、淡路市が負担する。 

 

淡路交通路線バス「縦貫線（洲本ＢＣ～津名港）」「縦貫線（福良～洲本ＢＣ）」 

経常費用から経常収益、国庫補助金及び県補助金を差し引いた差額分を距離案分し、運

行事業者へ洲本市、淡路市、南あわじ市が負担する。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・乗降者数調査 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

表４を添付 
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別 紙（地域間幹線系統） 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

下記取組により、収支改善率 1％以上を達成することを目標とする。 

 

淡路市生活観光バス「循環線」 

・ＱＲコードを用いたキャッシュレス決済等を導入し、更なる観光需要の取り込みを図

る。（淡路市、事業者） 

・スマホアプリ（バスもり）を活用した定期券・回数券・１日乗り放題券を高等学校等

へ出向き広く周知する。（淡路市、事業者） 

・地域住民の需要に応じた運行計画の見直しを検討する。（淡路市、事業者） 

 

淡路交通路線バス「縦貫線（洲本ＢＣ～津名港）」「縦貫線（福良～洲本ＢＣ）」 

・主系統（1-1 系統）で「津名高校前」に停車させることで洲本市域から通学する学生の

利便性を向上させるとともに、“協議運賃”（従来運賃を 60％に減額かつ 500 円上限）

を実施することで利用促進を図り、利用者増をめざす。（淡路市、洲本市、事業者） 

・淡路市生活観光バス「あわ神・あわ姫バス」とも連携し、「洲本ＢＣ」までの直通便と

の調整、“循環系統”との乗り継ぎ連絡等を密にして効率性及び収益性を高める。（淡

路市、事業者） 

・主系統（1-11 系統）等で「南あわじ市役所前」経由のルート変更を実施することによ

り運行距離及び所要時分を短縮し利便性を向上させるとともに、“協議運賃”（従来運

賃を 60％に減額かつ 500 円上限）を継続実施することで利用促進を図り、利用者増を

めざす。（洲本市、南あわじ市、事業者） 

・南あわじ市コミバス「らん・らんバス」との乗り継ぎ時間を調整し、乗り継ぎ利便性

を向上させ、効率性及び収益性を高める。（南あわじ市、事業者） 

・洲本市「移動手段確保事業」による障害者・高齢者向け助成券制度を活用し、バス利

用の回復、利用促進を目指す。（洲本市、事業者） 

・「こどもの日」の小児「１乗車 50 円」（同伴大人１乗車 100 円）、「敬老の日」の 65 歳

以上高齢者「１乗車 100 円」など、在来線利用促進キャンペーンを通じてバス利用の

認知度を上げ、利用者数増を図る。（淡路市、洲本市、南あわじ市、事業者） 

・定期券購入の FAX 及び専用サイトからの申込みによる郵送代引発売、モバイルによる

定期券及び回数券の発売など、各種乗車券の購入方法の多様化を促進し、販路を広げ

る。（事業者） 

・淡路島発着の高速バス、路線バス、コミバス、旅客船等の総合的な公共交通情報を WEB

アプリ「buSmo（バスモ）」により発信し、地域需要の掘り起こし並びに観光利用増を

図る。本年度は多言語（英語、中国語（簡体、繁体）、韓国語）にも対応できるよう改

修する。（淡路市、洲本市、南あわじ市、兵庫県淡路県民局、淡路島観光協会） 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

※該当なし 
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別 紙（地域間幹線系統） 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

淡路市生活観光バス「循環線」 

淡路市生活観光バスで運行するバス車両については、現在、ポンチョ 13 台で運行してお

り、この台数で現在の運行を確保することができている。これら車両の耐用年数は 10 年程

度、走行距離が 50 万㎞から 100 万 km 程度であり、安全な輸送を確保するためには適切な

時期に車両を購入する必要がある。 

当該バス車両については、淡路市生活観光バスの運行開始時に一度に購入したものであ

り、導入から 10 年を超える車両もあることから計画的に車両を購入しており、本年度につ

いても１台の購入が必要となる。 

（購入実績） 

・令和６年度 １台 

・令和５年度 ２台 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

淡路市生活観光バス「循環線」 

淡路市生活観光バス「循環線」の収支率を 42.6％以上とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 41.6％ 

収入 68,243,345 円÷支出 164,187,888 円＝41.6％ 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 42.6％とする。 

 

（２）事業の効果 

淡路市生活観光バス「循環線」 

計画的な車両購入により効率的な運行形態を構築し当該路線を維持することにより、地

域住民の通勤・通学、買い物、通院など日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。 

また、地域間幹線系統とフィーダー系統のネットワークが連携することで、効率的な運

行体系が実現できるとともに、外出の促進による高齢者の健康増進や地域活性化にもつな

がる。 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

表６、表７を添付。 

 

淡路市生活観光バス「循環線」 

なお、地域公共交通確保維持事業によって運行を維持する循環線の車両の取得について、

購入費用総額 23,000,000 円から国庫補助金を差し引いた差額分を、淡路市から運行事業者

への補助金として負担する。 
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別 紙（地域間幹線系統） 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

※該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和 5年 4 月 26 日（書面表決）（令和 5年度第 1回） 

令和 4年度協議会決算（案）、令和 5年度協議会予算（案）について ほか 

・令和 5年 7 月 4日（令和 5年度第 2回） 

現行計画の目標値の達成状況、めざすべき将来像と課題について 

・令和 5年 10 月 12 日（令和 5 年度第 3回） 

将来像実現に向けた方針と施策について 

・令和 5年 12 月 25 日（令和 5 年度第 4回） 

淡路島地域公共交通計画（素案）について 

・令和 6年 3 月 21 日（令和 5年度第 5回） 

淡路島地域公共交通計画（案）について 

・令和 6年 6 月 27 日（令和 6年度第 1回） 

令和 7年度幹線系統補助、フィーダー系統補助の計画認定申請（案）について 

・令和 7年 1 月 29 日（令和 6年度第 2回） 

淡路島地域公共交通計画の変更について 

・令和 7年 6 月 25 日（令和 7年度第 1回） 

令和 8年度幹線系統補助、フィーダー系統補助の計画認定申請（案）について 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

地域公共交通活性化協議会に利用者代表として地域住民代表者が参画しており、継続的

な協議を行っている。 

地域公共交通計画の策定にあたっては、パブリックコメントや事業者等に対するヒアリ

ングを実施し、地域住民や関係者の意見を反映した計画とした。 
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別 紙（地域間幹線系統） 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）南あわじ市市善光寺２２番地１    

（所 属）南あわじ市総務企画部市民協働課   

（氏 名）原口 涼              

（電 話）0799-43-5244            

（e-mail）k_kotsu@city.minamiawaji.hyogo.jp  
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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８年度

兵庫県（淡
路市）

本四海峡バス株式会社 (1) 淡路市循環線 28,412

兵庫県（洲本
市・南あわじ
市・淡路市）

淡路交通株式会社 (2) 縦貫線 30,700

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

59,112

（注）

１．本表に記載する運行予定系統を示した地図（運行予定系統が熊本地震被災市町村における応急仮設住宅の１キロメートル以内を経由することを図示したものを含む）を添付すること。

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域間幹線系統）

３．補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるも
のとする。　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

２．「特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定
に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

特
例
措
置

合　　　　　計

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

1
3



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

令和 8 年度

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間
※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

196 円 2 銭 円 96 銭 円 94 銭

円 銭 円 銭 円 銭

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

198 円 97 銭 円 56 銭 円 97 銭 0 円 0 銭 104 円 9 銭

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

３．旅客運賃の上限変更認可状況

年度 ／３

年度 ／３

年度 ／３

４．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

ﾙ÷ﾁ

5,110.0

(14.0)

(0.0)

(0.0)

(0.0)

往66.3km 往0.0km

復0.0km 0.0km復66.3km 66.3km 復0.0km 0.0km 復0.0km 0.0km
合計 系統

人日 回 0.0

復0.0km 0.0km

往0.0km 往0.0km 往0.0km

人

人日 回 0.0

日 回 0.0

100.000%
（平均） （平均） （平均）

66.3km

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特
例
措
置

運行
系統
名

（平均） （平均）
日 回 5.3 74.2 人

往66.3km

復66.3km北近
畿

1
淡路
市循
環線

岩屋
ポート

ターミナ
ル

志筑・郡
家・室津

岩屋
ポート

ターミナ
ル

365

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
都道府県外乗入
部分のキロ程

他路線との競合
部分に係るキロ程

ヌ

他路線
との競
合率

補助ブロック
外乗入部分、
同一補助ブ
ロック都道府

県外乗入部分
及び他路線と
の競合部分以
外のキロ程の

比率
起点

主な
経由
地

終点

①＝カッコ
内

②

計画運行
回数

（　　）

計画平均乗
車密度

計画
輸送量

系統キロ程
地域公共交通再編事業
を実施する区域におけ

るキロ程

系統キロ程と地域公共
交通再編事業を実施す
る区域におけるキロ程と

の比率

運行系統

計画運行
日数

ル
（チー（リ＋ヌ
＋ル））÷チ＝

ヲ
チ オ オ÷チ＝ク リ

①×②
＝③

基準期間の

基準期間の

補助ブロック名 認可日
認可を受けた補助対

象期間

補助金交
付要綱別
表２（注）

４．の適用
割合
フ

改定率
コ

基準期間の

北近畿 426 198

　　　　 0

補助ブロック名

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費

用
（a+b+c）/3 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

営業外損益 0 経常損益

キロ当たり経常費用
の差

二－ヘ = ケ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ = ト

北近畿 187 212

基準期間の前々年度の
実車走行キロ（ハ”）

731,976.7

経常収支率 40.81

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走
行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

746,600.6

経常収支率 43.90

基準期間の前々年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 58,557 千円 営業外収益 経常収益（イ”） 58,557

営業費用 143,486 千円 営業外費用 経常費用（ロ”） 143,486

△ 84,929営業損益 △ 84,929 千円

経常損益

140,336

営業損益 △ 78,727 千円 営業外損益 0 経常損益 △ 78,727

営業外収益 経常収益（イ’） 61,609

営業費用 140,336 千円 営業外費用 経常費用（ロ’）

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）
755,724.8

経常収支率 48.88

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 61,609 千円

78,668

営業費用 160,931 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 160,931

事業者名 本四海峡バス株式会社

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)
の損益状況

乗合バス事業

営業収益 78,668 千円 営業外収益 経常収益（イ）

△ 82,263営業損益 △ 82,263 千円 営業外損益 0
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1 0 円

0 0 円

0 0 円

0 0 円

円

1 0 円 円 円 円 円 円 千円 千円 円 円

0 0 円 円 円 円 円 円 千円 千円 円 円

0 0 円 円 円 円 円 円 千円 千円 円 円

0 0 円 円 円 円 円 円 千円 千円 円 円

円 円 円 円 円 円 千円 千円 円 円

1 0

0 0

0 0

0 0

0.0% 116円 0.0%合計 2,625,000円 6.7% 36,750,000円 93.3% 0円

0円

0

0円

0.0% 116円 0.0%

0円

合計 67,787,116 56,824,465 56,824,465

北近
畿

2,625,000円 6.7% 36,750,000円 93.3%

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特
例
措
置

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の
者」の具体

的概要

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

56,824,465 56,824,465 0 56,824 28,412

0

0 0 0 0 0 0

67,787,116 39,375,116

0

0 0 0 0 0

補助ブ
ロック

名

申請
番号

特
例
措
置

67,787,116 39,375,116

0 0 0 0 0 0

北近
畿

67,787,116 56,824,465 56,824,465 56,824,465 56,824,465 56,824 28,412.0

54,922,503円

損失額から国庫
補助額を控除し

た額

カ－ヨ＝タ カ×9/20＝レ ソ ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’
ツ×みなし運行回数
／①計画運行回数

＝ネ
ナ ナ×1/2＝ラ ニ×ワ－ヨ＝ム

ソのうち補助ブ
ロック外乗入部
分、同一補助ブ

ロック都道府県外
乗入部分及び他
路線との競合部
分以外に係るも

ソのうち補助ブロッ
ク外乗入部分及び
同一補助ブロック都
道府県外乗入部分

以外に係るもの

計画平均
乗車密度
が5人未満

の路線

補助対象経費 計画額
経常費用から
経常収益を
控除した額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

補助対象経費
の限度額

タ又はレのうちい
ずれか少ないほう

の額

ム－ラ＝ウ

0

合計 634,651.4 km 126,276,589円 632,516.1 km 68,243,566円 634,849.8 km 58,489,47352,147,000円 634,604.0 km

0円.00銭

0

0

0円 0円.00銭 0円.00銭 0

0円 0円.00銭 0円.00銭 0円.00銭

0円 0円.00銭 0円.00銭 0円.00銭

82円.17銭0円.00銭 0円.00銭 92円.16銭 92円.16銭 52,147,000円 634,604.0 km

申請
番号

特
例
措
置

補助ブロック
外乗入部分
及び同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分以外
のキロ程の

比率

計画実車走
行キロ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統のキロ当たり経常収益

（チー（リ＋
ヌ））÷チ＝

ヲ’

107円.49銭 58,489,47354,922,503円 632,516.1 km 86円.83銭 68,243,566円 634,849.8 km

補助対象
系統の実
車走行キ
ロ当たり
経常収益
ヤ’÷マ’

＝e

経常収益
ヤ

実車走行
キロ
マ

補助対象
系統の実
車走行キ
ロ当たり
経常収益
ヤ÷マ＝f

ノ×ワ以上の額：ヨ
経常収益

ヤ’

実車走行
キロ
マ’

北近
畿

100.000% 634,651.4 km 126,276,589円 92円.16銭

(d+e+f)/3 =ノ'
経常収益

ヤ”

実車走行
キロ
マ”

補助対象
系統の実
車走行キ
ロ当たり
経常収益
ヤ”÷マ”

＝d

ワ ヘ×ワ以下の額：カ

ノ'とノ"のいずれ
か少ない額

ノ

基準期間に
おける実車
走行キロ当
たり経常収
益の運賃改
定による増

収分
f×コ÷(1＋
コ）×フ＝g

経常収益
控除額

ケとgのい
ずれか少
ない額

h

補助金交
付要綱別
表２（注）

４．の適用
後のキロ当
たり経常収

益
ノ'ーh＝ノ"

補助ブ
ロック

名

補助対象
経常収益
の見込額

補助金交付要綱別表２（注）４．の適
用がある場合

３カ年平均 基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間
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(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書
類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 2.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る様式第１－５。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 3．地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合は、地域公共交通再編実施計画の写し及び認定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要

 4．旅客運賃の上限変更認可を受け、補助金交付要綱別表２（注）４．の適用を受けることとなる場合は、当該認可書の写し

16.「計画平均乗車密度が５人未満の路線」の欄は、計画平均乗車密度が５人未満の路線についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは当該運行系統の計画輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。

17.「補助対象経費」の欄は、（ネ）（計画平均乗車密度が５人未満の路線）に記載がある場合は（ネ）の金額を記載し、記載がない場合は（ツ）の金額を記載する。また、「特例措置」の欄に「１」を記載した系統については、左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額に、（ツ’）の
金額から左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額を控除して得た金額に（ク）の比率を乗じて得た金額を加えた金額を記載する。さらに、「特例措置」の欄に「２」を記載した系統については、（ツ’）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

18.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」の欄の（ノ）は、基準期間、基準期間の前年度と基準期間の前々年度の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績を平均して算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、補助対象経常費用の見込額
の１１／２０に相当する額と都道府県協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額を記載すること。
　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の実績を平均して算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を記載すること。

19.「計画額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

20.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

21.補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとする。
　　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

10.「系統キロ程」の欄、「地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程」の欄、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」の欄、「都道府県外乗入部分のキロ程」の欄及び「他路線との競合部分に係るキロ程」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・
復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は（リ）に記載すること。

12.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のことをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程（チ）－補助ブロック外乗入部分の
キロ程（リ）－同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程（ヌ））に係るキロ程を記載すること。

13.「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄、「ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック都道府県外乗入部分以外に係るもの」の欄は、「特例措置」の欄に「１」又は「２」を記載した系統のみ記載すること。

14.「系統キロ程と地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程との比率」の欄、「他路線との競合率」の欄、「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」の欄、「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分
以外のキロ程の比率」の欄については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

15.「計画実車走行キロ」の欄、「補助対象系統のキロ当たり経常収益」の「実車走行キロ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 6.「認可を受けた補助対象期間」の欄は、認可を受けた日付について、基準期間の「当年度」、「前年度」又は「前々年度」のいずれに該当するかを記載すること。

 7.「補助金交付要綱別表２（注）４．の適用割合」欄は、「認可を受けた補助対象期間」が基準期間の「当年度」の場合は「３／３」、「前年度」の場合は「２／３」、「前々年度」の場合は「１／３」をそれぞれ記載すること。

 8.「改定率」欄は、認可を受けた旅客運賃の上限変更の平均改定率を小数点第２位（第３位以下切り捨て）にて記載すること。

 7.申請番号は、事業者ごと、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 8.「特例措置」の欄は、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

 9.「計画運行回数」の欄には、補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、カッコ内には１日当り計画運行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを記載する。

 1.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこ
と。

 2.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。

 3.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理
由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 4.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」の欄、「基準期間の前年度の損益状況」の欄、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 5.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６の名称を記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

(1) 記載要領
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％

％

北近畿 令和　　年　　月　　日 基準期間の　　　年度 ／３ ％

北近畿 令和　　年　　月　　日 基準期間の　　　年度 ／３

75,279,875円64,682,302円 333,974.1㎞ 72,138,683円 334,959.0㎞76,742,583円 332,191.3㎞合　　計 347,148.8㎞ 148,079,790円

240円.96銭 21,306,639円 76,694.4㎞ 277円.81銭銭 円 銭円

19,672,179円

第３号 100.000 ％ 81,459.6㎞ 34,747,406円 240円.96銭

137,065.2㎞ 171円.32銭 17,474,565円 136,557.2㎞ 127円.96銭 20,054,926円円 銭

197円.64銭 19,553,695円 79,024.8㎞ 247円.43銭 19,628,505円15,582,278円

円

銭 円

136,988.6㎞ 146円.39銭

78,840.0㎞

35,979,191円31,625,459円 118,576.9㎞ 266円.70銭 32,530,062円 118,945.6㎞ 273円.48銭銭 269円.99銭 31,953,474円 118,431.7㎞ 269円.80銭

148円.55銭 円 148円.55銭 23,482,470円銭 円 銭北近畿

第１号 100.000 ％ 133,261.2㎞

ヤ'÷マ'
＝e

ヤ マ

銭 円56,843,897円 269円.99銭 円 銭

第２号 100.000 ％ 132,428.0㎞ 56,488,487円

ノ'とノ"のいず
れか少ない額

経常収益
実車走行キ

ロ

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり

経常収益

経常収益

ヤ÷マ
＝f

ノ'－ｈ＝ノ'' ヤ'' マ''
ヤ''÷マ''

＝ｄ
ヤ' マ'

経常収益
控除額

ケとgのいずれ
か少ない額

補助金交付要
綱別表２（注）

４．の適用後の
キロ当たり経

常収益

ヘ×ワ以下
の額 ： カ

ノ×ワ以上
の額 ： ヨ

{チ－（リ＋
ヌ）}÷チ＝

ヲ’

ワ

経常収益
実車走行キ

ロ

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり

経常収益

の見込額

基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間
補助対象

補助ブ 申請 経常費用 経常収益
計画実車
走行キロ

補助対象 補助金交付要綱別表２（注）４．の
適用がある場合

３カ年平均

(ｄ+e+f)/3=ノ'

ノ
f×ｺ÷(1+ｺ)

×ﾌ=g
ｈ

実車走行キ
ロ

補助対象系
統の実車走
行キロ当たり

経常収益

ロック名 番号 の見込額 基準期間にお
ける実車走行
キロ当たり経
常収益の運賃
改定による増

収分

㎞

特
例
措
置

補助ブロック
外乗入部分
及び同一補
助ブロック都
道府県外乗
入部分以外
のキロ程の

比率

補助対象系統のキロ当たり経常収益

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞

㎞ (平均) 往 ㎞ (平均)㎞ (平均) 往 ㎞ (平均)

㎞㎞ ㎞ 復 ㎞

往往35.0㎞ (平均) 往
合　　計 ２系統

復35.4㎞ 35.2㎞ 復

㎞ ㎞
％

(5.4回) 復20.8㎞ 20.6㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞

往 ㎞ (平均)
％ 100.000

復 ㎞

往20.4㎞
第３号 1-14 洲本ＢＣ 鳥井 福良

㎞

往 ㎞ (平均) 往 ㎞ (平均)(平均) 往 ㎞ (平均)
％

㎞ 復

㎞ ㎞
％

(8.0回) 復23.8㎞ 23.6㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞

往 ㎞ (平均)
％ 100.000

復 ㎞

往23.4㎞
第２号 1-11 洲本ＢＣ

ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ
中八木

福良
㎞

往 ㎞ (平均) 往 ㎞ (平均)(平均) 往 ㎞ (平均)
％

㎞ 復

復 ㎞ ㎞
％

(12.4回) 復14.6㎞ 14.6㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞

往 ㎞ (平均)
％ 100.000

復 ㎞

往14.6㎞

㎞

往 ㎞ (平均) 往 ㎞ (平均)(平均) 往 ㎞ (平均)
％

㎞

北近畿

第１号 1-1 洲本ＢＣ
志筑

津名高校
津名港 365 日

4,554.5回
8.9 110.3人

365 日
2,920.0回

5.2 41.6人

365 日
1,978.0回

8.6 46.4人

{チ－（リ＋ヌ＋
ル）}÷チ＝ヲ

② ①×②＝③ チ オ オ÷チ＝ク リ①=カッコ内 ヌ ル ル÷チ

部分のキロ程

輸送量 乗入部分のキロ程 都道府県外乗入 部分に係るキロ程 とのロック名 番号 系統

主な
経由地

日数 回数

名 競合率

（　　）

補助ブロック外
乗入部分、同
一補助ブロック
都道府県外乗
入部分及び他
路線との競合
部分以外のキ
ロ程の比率

計画
系統キロ程

補助ブロック外 同一補助ブロック 他路線との競合 他路線補助ブ 申請
特
例
措
置

運　行　系　統

運行

起点 終点

計画運行 計画運行 計画平均
地域公共交通再
編事業を実施す
る区域における

キロ程

系統キロ程と地
域公共交通再編
事業を実施する
区域におけるキ
ロ程との比率

乗車密度

北近畿 令和　　年　　月　　日 基準期間の　　　年度 ／３

補助ブロック名 認可日
認可を受けた補助 別表２（注）４．

４．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

改定率

対象期間 の適用割合
コ

３．旅客運賃の上限変更認可状況

補助金交付要綱

フ

北近畿 431円.70銭 426円.56銭 426円.56銭 5円.14銭 230円.62銭

の差

(a+b+c)/3=二 ホ へ ニ－へ＝ケ

補助対象事業者の実車 地域キロ当たり キロ当たり経常費用 キロ当たり経常費用
キロ当たり経常収益

イ÷ハ＝ト
補助ブロック名 走行キロ当たり経常費用 標準経常費用 ニとホのいずれか少ない額

北近畿 449円.32銭 427円.92銭 417円.86銭

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

実車走行キロ（ハ”）

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用
（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車
走行キロ当たり経常費用

（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

補助ブロック名

千円 営業外損益 682 千円 経常損益 △ 272,929 千円

基準期間の ｋｍ
経常収支率 46.64 ％

前々年度の 1,138,424.4

実車走行キロ（ハ’）

基準期間の前々年度
の

損益状況

乗　合　バ　ス　事　業

営業収益 237,070 千円 営業外収益 1,527 千円 経常収益（イ”） 238,597 千円

営業費用 510,681 千円 営業外費用 845 千円 経常費用（ロ”） 511,526 千円

営業損益 △ 273,611

千円 営業外損益 3,229 千円 経常損益 △ 268,917 千円

基準期間の ｋｍ
経常収支率 47.97 ％

前年度の 1,207,945.3

実車走行キロ（ハ）

基準期間の前年度の
損益状況

乗　合　バ　ス　事　業

営業収益 244,234 千円 営業外収益 3,754 千円 経常収益（イ’） 247,988 千円

営業費用 516,380 千円 営業外費用 525 千円 経常費用（ロ’） 516,905 千円

営業損益 △ 272,146

千円

補助対象期間の ｋｍ
経常収支率 55.19 ％

前々年度の 1,244,806.9

千円 経常損益

営業費用 518,940 千円 営業外費用 1,217 千円

△ 233,068

営業外収益 11,476 千円 経常収益（イ） 287,089 千円

表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

事業者名 淡路交通株式会社 Ｒ８年度

１．申請事業者の概要

補助対象期間の

前々年度（基準期間※）
の損益状況

乗　合　バ　ス　事　業

営業収益 275,613 千円

経常費用（ロ） 520,157 千円

営業損益 △ 243,327 千円 営業外損益 10,259

17



(1) 記載要領

(2) 添付書類

20.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

21.補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとする。
　　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに
基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 2.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る様式第１－５。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 3．地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合は、地域公共交通再編実施計画の写し及び認定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要

 4．旅客運賃の上限変更認可を受け、補助金交付要綱別表２（注）４．の適用を受けることとなる場合は、当該認可書の写し

 8.「特例措置」の欄は、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

 9.「計画運行回数」の欄には、補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、カッコ内には１日当り計画運行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを記載する。

10.「系統キロ程」の欄、「地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程」の欄、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」の欄、「都道府県外乗入部分のキロ程」の欄及び「他路線との競合部分に係るキロ程」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ
程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は（リ）に記載すること。

12.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のことをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程（チ）－補助ブロック外乗入部分のキロ程
（リ）－同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程（ヌ））に係るキロ程を記載すること。

13.「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄、「ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック都道府県外乗入部分以外に係るもの」の欄は、「特例措置」の欄に「１」又は「２」を記載した系統のみ記載すること。

15.「計画実車走行キロ」の欄、「補助対象系統のキロ当たり経常収益」の「実車走行キロ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

16.「計画平均乗車密度が５人未満の路線」の欄は、計画平均乗車密度が５人未満の路線についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは当該運行系統の計画輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。

17.「補助対象経費」の欄は、（ネ）（計画平均乗車密度が５人未満の路線）に記載がある場合は（ネ）の金額を記載し、記載がない場合は（ツ）の金額を記載する。また、「特例措置」の欄に「１」を記載した系統については、左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額に、（ツ’）の金額から
左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額を控除して得た金額に（ク）の比率を乗じて得た金額を加えた金額を記載する。さらに、「特例措置」の欄に「２」を記載した系統については、（ツ’）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

18.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」の欄の（ノ）は、基準期間、基準期間の前年度と基準期間の前々年度の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績を平均して算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２
０に相当する額と都道府県協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額を記載すること。
　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の実績を平均して算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を記載すること。

19.「計画額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

 1.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 2.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。

 3.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由がある
ときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 4.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」の欄、「基準期間の前年度の損益状況」の欄、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 5.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６の名称を記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 6.「認可を受けた補助対象期間」の欄は、認可を受けた日付について、基準期間の「当年度」、「前年度」又は「前々年度」のいずれに該当するかを記載すること。

 7.「補助金交付要綱別表２（注）４．の適用割合」欄は、「認可を受けた補助対象期間」が基準期間の「当年度」の場合は「３／３」、「前年度」の場合は「２／３」、「前々年度」の場合は「１／３」をそれぞれ記載すること。

14.「系統キロ程と地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程との比率」の欄、「他路線との競合率」の欄、「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」の欄、「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外の
キロ程の比率」の欄については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

 8.「改定率」欄は、認可を受けた旅客運賃の上限変更の平均改定率を小数点第２位（第３位以下切り捨て）にて記載すること。

 7.申請番号は、事業者ごと、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

665,604円 8.3%

合　　計 4,115,000円 9.3% 26,772,000円 61.0%

11,644,488円 47.0%

第３号 974,000円 12.2% 6,339,000円 79.4%

北近畿

円 % 12,996,761円 29.6%

円 %

第２号 1,751,000円 7.0% 11,392,000円 45.9% 円 %

81.3% 円 % 686,669円 6.2%第１号 1,390,000円 12.5% 9,041,000円

43,883,761円

ロック名 番号 「その他の者」の
具体的概要

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

15,118,901円 15,118,901円 円 15,118千円 7,559.0千円

北近畿

申請
都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

30,700千円 74,584,261円

37,496,988円 24,787,488円

第３号 15,118,901円 15,636,332円 15,118,901円

特
例
措
置

ウの負担者とその負担割合

補助ブ

15,537,604円 7,978,604円

合　　計 72,799,915円 66,635,904円 61,403,426円 61,403,426円 61,403,426円 0,000円 61,401千円

21,549,669円 11,117,669円

第２号 36,816,308円 25,419,819円 25,419,819円 25,419,819円 25,419,819円

20,864,706円 20,864,706円 円 20,864千円 10,432.0千円第１号 20,864,706円 25,579,753円 20,864,706円

円 25,419千円 12,709.5千円

カ－ヨ＝タ カ×9/20＝レ ソ ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’ ナ ナ×1/2＝ラ ニ×ワ－ヨ＝ム ム－ラ＝ウ
ツ×みなし運行
回数／①運行回

数＝ネ

した額

損失額から国

補助ブ 申請 費用から経常 ちいずれか少 が５人未満 経常収益を控 庫補助額を控

ロック名 番号 収益を控除 ないほうの額 の路線 除した額 除した額

補助対象経常
補助対象経費

の限度額

タ又はレのう 乗車密度
補助対象

経費
計画額

経常費用から

計画平均

特
例
措
置

ソのうち補助ブ
ロック外乗入
部分、同一補

助ブロック都道
府県外乗入部
分及び他路線
との競合部分
以外に係るも

の

ソのうち補助ブ
ロック外乗入
部分及び同一
補助ブロック都
道府県外乗入
部分以外に係

るもの

18



表４　別表１及び別表３の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が
 　　　整備されている」と認めた市町村の一覧

都 道 府 県 名 広 域 行 政 圏 名 市 町 村 名 指 定 の 理 由

淡路 淡路市
平成17年に合併（新設）し誕生した、人口約５万人の市。県
立高校や国営公園（国営明石海峡公園）等がある。

淡路 南あわじ市
平成17年に合併（新設）し誕生した、人口約５万人
の市。県立高校や文化施設等がある。

兵庫県

1
9



表６　車両の取得計画の概要

都 道 府 県
（ 市 区 町 村 ）

バ ス 事 業 者 等 名 補 助 対 象 車 両 数 車両減価償却費等に要する国庫補助額（千円）

兵庫県（淡路市） 本四海峡バス株式会社 4 6,000

2
0



表７　車両の取得を行う事業者（車両減価償却費等国庫補助金）

１．車両取得の概要

初年度（令和 8 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

8-1 100,000 円 6.7 ％ 1,400,000 円 93.3 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

100,000 円 6.7 ％ 1,400,000 円 93.3 ％ 円 ％ 円 ％

事業者名 本四海峡バス株式会社

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間 確保維持費国庫補助金申請番号 車両の種別 乗車定員（人） 車両の長さ(m)
購入等予定

年月
購入等の種別

（現金、割賦、リース）

北近畿 8-1 淡路市循環線 1 ノンステップバス

.

定額法

9 現金スロープ付き 標準 33 6.9 7 .

申請番号

実費購入予定費（円）＊消費税を除く 実費購入予定費合
計額から備忘価格を

控除した額（円）

ﾎと限度額のうち
少ない方の額

（円）

普通償却限度額
（円） 特別償却額（円）

ｲ＋ﾛ＋ﾊ＝ﾆ ﾆ-1円=ﾎ ﾍ ﾁ ﾄ＋ﾁ＝ﾇ ﾙ ｦ ﾜ ｶ×1/2=ﾖ ﾍ-ｶ=ﾀ

＊残存価格
（円）車両価格 附属品価格 改造費 合計

（定率法）ﾍ×0.4＝ﾄ
（定額法）ﾍ×0.2＝ﾄ

ｦ×ﾜ÷１２（月）=ｶ
ｲ ﾛ ﾊ

償却限度額（円）
事業者償却額

（円）
ﾇとﾙのうち少な
い方の額（円）

償却期間
（月）

補助対象経費 計画額
（千円）

12 3,000,000 円 1,500 12,000,00015,000,000 3,000,000 0 3,000,000 4,600,000 3,000,0008-1 15,461,900 7,538,100 0 23,000,000 22,999,999

円

3,000 千円 1,500 12,000,00015,000,000 3,000,000 0 3,000,000 4,600,000 3,000,000計 15,461,900 7,538,100 0 23,000,000 22,999,999

計画額（千円）

ﾍの額以内 ﾚ ｿ ﾂ ﾂ×1/2=ﾈ

申請番号
金融費用補助対

象額（円）
償還期間

（月）

借入利率（％）
年利

ﾚと2.5％のうち低
い方の率（％）

補助対象経費

円

円

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円）
補助
ブ

ロッ
ク名

申請
番号

負担者とその負担割合

負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

3,000,000 1,500 北近畿

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担 「その他の者」の
具体的概要ｶ＋ﾂ ﾖ＋ﾈ 負担額 負担割合 負担額

合計

2
1



２年目以降（令和 8 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

7-1 100,000 円 6.7 ％ 1,400,000 円 93.3 ％ 円 ％ 円 ％

円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％

100,000 円 6.7 ％ 1,400,000 円 93.3 ％ 円 ％ 円 ％

補助ブロック名 申請番号 確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

当該年度 初年度

定額法

申請番号

補助対象限度額
（円）

残存価額（円）
普通償却限度額

（円） 特別償却額（円）

北近畿 7-1 淡路市循環線 8 7

＊残存価格
（円）

前年度ﾌ（2年目のみ
ﾀ）の額＝ﾗ

（定率法）ﾗ×0.4＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏ初年度ﾍの額＝ﾅ ｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ

償却限度額（円）
事業者償却額

（円）
ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費

計画額（千円）

ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

3,000,000 円 1,500 11,750,0007-1 15,000,000 13,250,000 2,650,000 0 2,650,000 4,600,000 2,650,000 12

1,500 11,750,000計 15,000,000 13,250,000 2,650,000 0 2,650,000 4,600,000 2,650,000

円

申請番号
金融費用補助対

象額（円）
償還期間

（月）

今年度償還回数 借入利率（％）
年利

ｴと2.5％のうち
低い方の率（％）

12 3,000,000 千円

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）
ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

計

円

円

千円

合計

3,000,000 1,500
北近
畿

市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の

具体的概要負担額 負担割合 負担額 負担割合ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助
ブ

ロッ
ク名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県

2
2



3年目以降（令和 8 年度）

【購入車両減価償却費】
○事業者の減価償却方法（定率法or定額法）※法令で認められた場合を除き、年度間での変更不可

【車両購入金融費用】
○事業者の返済方法（元利均等or元金均等）

【所要経費】 【負担者とその負担割合 】

6-1 100,000 円 6.7 ％ 1,400,000 円 93.3 ％ 円 ％ 円 ％

6-2 100,000 円 6.7 ％ 1,400,000 円 93.3 ％ 円 ％ 円 ％

200,000 円 ％ 2,800,000 円 ％ 円 ％ 円 ％

6,000 3,000
北近
畿

合計

計 千円

補助対象経費（千円） 計画額（千円） 補助
ブ

ロッ
ク名

申請
番号

負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の者」の

具体的概要ﾏ＋ｱ ｹ＋ｻ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

円

円

計 30,000,000 21,200,000 6,000,000

申請番号
金融費用補助対

象額（円）
償還期間

（月）

今年度償還回数

0

借入利率（％）
年利

ｴと2.5％のうち
低い方の率（％）

補助対象経費 計画額（千円）

（自） （至）
ﾅの額以内＝ｺ ｴ ﾃ ｱ ｱ×1/2=ｻ

6,000,000 8,800,000 6,000,000

3,000,000 円 1,500 9,100,000

3,000,000 円 1,500 9,100,000

6,000 千円 3,000 18,200,000

6-2 15,000,000 10,600,000 3,000,000 0 3,000,000 4,400,000 3,000,000 12

6-1 15,000,000 10,600,000 3,000,000 0 3,000,000 4,400,000 3,000,000 12

事業者償却額
（円）

ﾉとｵのうち少な
い方の額（円）

償却期間（月）
補助対象経費

計画額（千円）
＊残存価格

（円）
前年度ﾌ（2年目のみ

ﾀ）の額＝ﾗ
（定率法）ﾗ×0.4＝ム
（定額法）ﾅ×0.2＝ム

ｸ×ﾔ÷１２（月）=ﾏ
（最終年度）ｸ＝ﾏｳ ﾑ＋ｳ＝ﾉ ｵ ｸ ﾔ ﾏ×1/2=ｹ ﾗ-ﾏ=ﾌ

北近畿 6-2 淡路市循環線 1 1

定額法

申請番号

補助対象限度額
（円）

残存価額（円）
普通償却限度額

（円） 特別償却額（円） 償却限度額（円）

初年度ﾍの額＝ﾅ

確保維持路線名称又は区間
確保維持費国庫補助金申請番号

当該年度 初年度

北近畿 6-1 淡路市循環線 1 1

補助ブロック名 申請番号

2
3



(1) 記載要領

 　(2) 添付書類

　12.普通償却限度額（ム欄）は、補助対象限度額（ナ欄）に保証率を乗じた償却額との比較により下回る場合、残存価格（ラ欄）に改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額（ム欄）とする。
なお、改定償却率を乗じた償却額を普通償却限度額とした場合、次年度において償却を行う必要がある場合は、普通償却限度額（ム欄）は計算式によらずに前年度と同額とする。

 　1.申請の概要は、事業者ごと、補助申請車両１両ごとに申請番号をかえて記載すること。また、２年目以降も当該車両について補助申請を行う場合は、初年度以降の申請の概要を転記又は添付の上申請すること。
 　2.「確保維持費国庫補助金申請番号」の欄には、補助申請車両の配車予定の運行系統に係る確保維持費補助金の申請番号を記載すること。

　　6.過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

　　4.移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令第４３条に基づく適用除外車両の認定を受ける予定の車両にあっては、その旨を記載した自認書類（２年目以降の車両にあっては、認定書の写し）
　　5.補助対象事業者ごとの、車両購入後の乗合バス事業用車両の状況見込（車両数、平均車令）

   6.「実費購入予定費」の欄は、車両価格、附属品価格、改造費それぞれを確認できる資料を提出したうえで記載すること。なお、２年目以降の車両については、売買契約書等により確認することとする。

  10. リース車両についても当該記載要領を準用し、リース契約書・見積書による他、車両等価格及び金融費用相当額が確認できる資料を提出したうえで記載すること。
　11.【普通償却限度額】のト欄は、平成２４年４月１日以降に取得された減価償却資産で、定率法により償却される事業者については、０．４（定率法）の償却率を適用すること。

　　1.補助対象購入車両減価償却費及び当該購入に係る金融費用の根拠となる証拠書類

※ 平成２４年４月１日以後に取得した車両：保証率0.10800　改定償却率：0.500

　　2.標準仕様ノンステップバスを購入する場合には、認定書の写し
　　3.低床型車両のノンステップ型で、標準仕様以外の車両について補助を受けようとする場合には、その理由を記載した書類

 　3.「車両の種別」の欄は、ノンステップ型スロープもしくはリフト付き車両（標準仕様又はそれ以外の車両）、ワンステップ型スロープもしくはリフト付き車両、小型車両、都市間連絡用車両の別がわかるように記載すること。
 　4.「乗車定員」の欄には、座席数（運転席を含む）に立席数を加えた数を記載すること。なお、立席は座席を除いた面積を１人当りの専有面積0.14平方メートルで除した数とする（道路運送車両の保安基準第24条、第53条）。
　 5.「車両の長さ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切捨て）まで記載すること。

   7.【車両購入金融費用】の「補助対象経費」の借入利率は、実借入利率で算出した額を計上すること。（補助上限：年2.5%）
   8.【車両購入金融費用】は、売買契約書等によるほか、償還期間に係る償還表を提出すること。なお、初年度については見積書等の提出で足りることとする。
　 9.「計画額」の欄は、車両ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。
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令和６年度　補助金交付申請　運行系統図

岩屋海水浴場前

鵜崎

大磯港

立石川

浦港

東浦平成病院前

聖隷淡路病院前

梨本

蟇の浦

大石

中村

轟木

大川

高松浜

平林

長瀬

江崎

大谷川

長浜

東長浜

岩屋事務所前
茶間川

富島東

県立淡路島公園

斗の内

室津西

枯木

尾崎

撫

一宮事務所前

津

名

高

校

前

老の内

井手

孔官堂前

中

田

橋

仮屋

野田

佐野学校前

生穂

津田

釜

柏原

佐野

佐野局前

土器屋

浅野

北淡インターチェンジ

南の町

下田

東浦事務所前

久留麻

しづかホール前

佐野運動公園前

淡路市役所前

津

名

中

学

校

前

淡路高校前

北淡事務所前

東浦バスターミナル
水越

志筑

津

名

ボールパーク入口

津名スポーツセンター前

釜口小井

佐野小井

順心淡路病院前
中

田

小

学

校

下

薫寿堂前

伊弉諾神宮前

幸せのパンケーキ前

尾崎上の浜

道の駅あわじ

松帆浦

北淡震災記念公園下
淡路警察署富島交番前

岩屋ポートターミナル

岩屋中学校前

津

名

一

宮

イ

ン

タ

ー

チ

ェ

ン

ジ

高

速

バ

ス

停

新世薬局夢舞台

淡路夢舞台前

大磯ユーアールエー前

（路線図）淡路市循環線

広

生

寺

前

竹

谷

富島中

中

橋

公

園

前

一

宮

（運行開始） 令和２年１０月１日

（運行系統見直し） 令和３年１０月１日

（ルート） ●時計回り

岩屋ポート→東浦→津名→一宮→北淡→岩屋ポート

●反時計回り

郡家

江井

大谷

八

幡

前
殿

下志

筑

明

神

志

筑

新

島

室津

北淡診療所前

育波

関

西

看

護

医

療

大

学

津

名

ふ

れ

あ

い

セ

ン

タ
|

前

田

井

交

差

点

前

GARBコスタオレンジ前

東

浦

北

淡

岩

屋

25



※起終点が
「洲本車庫前」

※起終点が
「下加茂」

津名港 14.6㎞

津名港 15.6㎞

洲本ＢＣ
安乎、志筑

津名港 14.2㎞
1 - 6

〔みなし〕
洲本車庫前

第１号

令和８年度　国庫幹線補助交付申請　運行系統図　№１

系統番号 起点 経由地 終点 キロ程 運行経路 備考
申請
番号

1 - 1
【主系統】

洲本
バスセンター

安乎、志筑
津名高校前

1 - 5
〔みなし〕

下加茂
新加茂橋

洲本ＢＣ 、安乎、志筑

津名港

津名高校前

志 筑

しづかホール前

津名臨海公園

ワールドパークおのころ

網 代

塩 尾

安 乎

厚浜北

厚 浜

塩 屋

厚浜南

水の大師

石ケ谷

炬の口

洲本BC洲本車庫前
下加茂

宇

山

富

士

見

橋

築

地

町

洲 本新加茂橋

26



洲本ＢＣ

福 良

洲 本

宇 山

洲本ＩＣ

中山峠

イングランドの丘

南あわじ市役所前

中八木

鳥 井

市

国 衙

広 田

2
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１　国庫協調補助

申請番号 事業者番号 主系統の有無 起点 経由地 終点 キロ程 b 主系統に対する割合b/a

1-1 主 洲本ＢＣ 志筑、津名高校前 津名港 14.6 11.6

1-5 みなし 下加茂 新加茂橋、洲本ＢＣ 津名港 15.6 0.5 2.4 16.4% 協議対象

1-6 みなし 洲本車庫前 洲本ＢＣ 津名港 14.2 0.3 1.0 6.8% 協議対象外

1-11 主 洲本ＢＣ
イングランドの丘
中八木、市役所前

福良 22.7 4.0

1-12 みなし 洲本ＢＣ
イングランドの丘
鳥井、市役所前

福良 23.0 2.6 3.2 14.1% 協議対象

1-13 みなし 洲本ＢＣ
イングランドの丘

鳥井
福良 22.0 1.3 3.2 14.1% 協議対象

２　県単独補助(密度カットによる県単補助路線は除く)

申請番号 事業者番号 主系統の有無 起点 経由地 終点 キロ程 b 主系統に対する割合b/a

路線名
系統キロ程 a 計画運行回数

 主系統と重複しない区間
特に認める系統

1

2

R7.10.1

淡路交通株式会社

令和８年度　国庫補助路線 みなし系統一覧表

路線名
系統キロ程 a 計画運行回数

 主系統と重複しない区間
特に認める系統

2
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◎◎◎

○

○○○

○○○
◎ ： 系統起終点停留所

○ ： 主な停車停留所

○○○

◎ ◎

○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ◎

　 1- 1系統　　 洲本バスセンター　～　洲本、志筑、津名高校前　～　津名港

　 1- 5系統　　 下加茂　～　新加茂橋、洲本ＢＣ、志筑　～　津名港

　 1- 6系統　　 洲本車庫前　～　洲本ＢＣ、志筑　～　津名港

※赤字区間（線部分）が主系統と重複しない区間

14.6㎞
【主系統】

15.6㎞
〔みなし系統〕

14.2㎞
〔みなし系統〕

2.1㎞ 新
加
茂
橋

宇
　
山

築
地
町

洲
　
本

洲
本
B
C

下
加
茂

重複しない区間
（1-6系統）

0.7㎞

重複しない区間
(1-5系統)

（1-5・6系統 共通）
0.3㎞

志　筑

しづかホール前

安　乎

洲
本
車
庫
前

運　行　系　統　図
〔みなし系統：重複しない区間の詳細〕

津名港

津名高校前
重複しない区間

29



○○
○

○

○○

○○○○
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

１－１１系統 洲本ＢＣ　～　洲本、イングランドの丘、中八木、南あわじ市役所前、国衙　～　福　良 往 22.5㎞ 復 22.9㎞

１－１２系統 洲本ＢＣ　～　洲本、イングランドの丘、鳥井、南あわじ市役所前、国衙　～　福　良 往 22.8㎞ 復 23.2㎞

１－１３系統 洲本ＢＣ　～　洲本、イングランドの丘、鳥井、国衙　～　福　良 往 21.8㎞ 復 22.2㎞

１－１４系統 洲本ＢＣ　～　洲本、鳥井、国衙　～　福　良 往 20.4㎞ 復 20.8㎞

※赤字区間（線部分）が主系統と重複しない区間

〔みなし系統〕

〔みなし系統〕

中
山
峠

広
　
田

宇
　
山

洲
　
本

洲
本
Ｂ
Ｃ

【主系統】

南あわじ市役所前

洲本IC

鳥
　
井

福
　
良

国
　
衙

市
円
行
寺

立
　
石

中八木

重複しない区間
（1-12・13系統 共通）

1.7㎞

運　行　系　統　図
〔みなし系統：重複しない区間の詳細〕

新 計 画
三
原
川

重複しない区間
（1-12・13系統 共通）

1.5㎞ イングランドの丘

3
0



様式第１－１（日本産業規格Ａ列４番）  

令和７年６月 25 日  
 

 

国土交通大臣 殿  
 

 

                                  氏名又は名称 淡路島地域公共交通活性化協議会  

                                  住    所 南あわじ市市善光寺 22 番地１  

                                  代 表 者 氏 名 会長 福島 徹  
 

 

 

地域公共交通計画認定申請書  
 

 

 

 地域公共交通計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。  

協議３−２ 

31



補助要綱規定事項一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治体名：淡路島地域公共交通活性化協議会（洲本市、南あわじ市、淡路市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画名称：淡路島地域公共交通計画

地域公共交通計画での記載箇所（頁）

（第１号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統の地域の公共交
通における位置付け・役割

P.33（２）地域公共交通ネットワークの確保・維持の方針
「各運行系統の位置づけと確保維持の方針」

（第２号関係）
上記を踏まえた地域公共交通確保維持事
業の必要性

P.34「地域公共交通確保維持事業の必要性」

（第３号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統に係る事業及び
実施主体の概要

P.34「補助系統に係る事業及び実施主体の概要」

（第４号関係）
地域公共交通計画の区域内全体における
地域旅客運送サービスの利用者の数、収
支、費用に係る国又は地方公共団体の支
出の額その他の定量的な目標・効果及び
その評価手法

利用者の数：P.31
　　　　　「路線バス・コミュニティバスの年間利用者数」
公的資金投入額：P.31
　　　　　「路線バス・コミュニティバスへの利用者一人
　　　　　　当たりの公的資金投入額」
収支：P.32「路線バス・コミュニティバスの収支率」

補助要綱第17条第1
項に規定する事項

3
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２．将来像実現に向けた目標 

（１）目標 

 将来像の実現に向けて、地域や地域公共交通の現状、現行計画の進捗、地域公共交通の課題等

を踏まえ、将来像実現に向けた本計画の目標について設定を行います。 

 

目標① 取組を推進していくための体制づくり 

・ 本計画は、持続可能な地域公共交通の形成に向けて市域を超えて、淡路島全島で取り組みを進

めていくための計画であり、その計画の推進には体制づくりが重要となります。すでに設置さ

れている「淡路島地域公共交通活性化協議会」を基本として、３市が連携を図りながら地域公

共交通の取り組みが進められる体制づくりを進めます。 

 

目標② 利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成 

・ 淡路島では高速バス、路線バス、コミュニティバス等、地域の状況に応じた交通機関が導入さ

れています。高速バス、幹線、準幹線、支線の階層性を基本に、各交通機関が効率的、効果的

に連携、分担する、利便性の高い地域公共交通ネットワークを形成します。 

 

目標値 

 指標 単位 基準値 
目標値 

2028（令和10)年度 
データ取得方法 

目標値１ 
路線バス・コミュニティバ

スの年間利用者数 
人 

635,458 

（202３（令和５）年） 
532,000 

各市・交通 

事業者資料 

(目標値設定の考え方) 

 人口減少による利用者が減少するが、路線バス・コミュニティバスを利用する人の割合は変化

しない。 

淡路島の現在の人口：１２７,537 人(２０２０（令和 2）年国勢調査) 

将来推計人口：106,763 人（2030（令和１２）年、兵庫県将来推計人口） 

目標値２ 

路線バス・コミュニティバ

スへの利用者一人当たり

の公的資金投入額 

円 
470.9 

（2022（令和４）年） 
470.9 

各市・交通 

事業者資料 

(目標値設定の考え方) 

 効率的な運行により利用者一人当たりの公的資金投入額を増加させない。 

※燃料費の高騰、人件費の増加など想定外の事態が発生した場合は再設定する。 
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目標③ 日常の移動手段の充実（通勤・通学、買物、通院等） 

・ 淡路島では通勤・通学、買物、通院等の移動手段として、島内外の方に地域公共交通が利用さ

れています。島内の住民や島外の通勤、通学している方などが、安心して快適に生活できるよ

う、地域公共交通を中心に日常の移動手段の充実を図ります。 

 

目標値 

 指標 単位 基準値 
目標値 

2028（令和10)年度 
データ取得方法 

目標値３ 
住まいの地域の公共交通

が便利だと思う人の割合 
％ 

12 

（2022（令和４）年度） 
12 

「兵庫のゆた
かさ指標」県
民意識調査 

(目標値設定の考え方) 
 ニーズに応じた地域公共交通サービスが提供され「地域公共交通が便利だと思う人の割合」

が維持される。 

 

目標④ 非日常の移動手段の充実（観光等） 

・ 淡路島では地域経済を牽引する観光産業の更なる発展に向けて、観光客の誘客の取り組みを進

めています。観光客がストレスなく、快適に、様々な場所の観光を楽しめるように、非日常の

移動手段について充実を図ります。 

 

目標値 

 指標 単位 基準値 
目標値 

2028（令和10)年度 
データ取得方法 

目標値４ 
レンタカー、カーシェアが導

入されている広域拠点数 
箇所 

３ 

（202３（令和５）年） 
５ 

各市・交通 

事業者資料 

(目標値設定の考え方) 

 すべての広域拠点にレンタカーあるいはカーシェアが導入される。 

目標値５ 
空港や新幹線駅からのバ

ス路線の設定状況 
路線 

６ 

（202３（令和５）年） 
７ 

各市・交通 

事業者資料 
(目標値設定の考え方) 
 関西空港、伊丹空港、神戸空港、徳島空港、新神戸駅からの高速バス路線が充実する。 

 

目標⑤ 持続可能な地域公共交通の実現 

・ 今後、更に人口減少が進み、地域公共交通が一層厳しい状況となることが想定されます。多様な

主体との連携、他分野との連携により、環境にも配慮した持続可能な地域公共交通を実現します。 

 

目標値 

 指標 単位 基準値 
目標値 

2028（令和10)年度 
データ取得方法 

目標値６ 
路線バス・コミュニティバ

スの収支率 
％ 

29.4 

（2022（令和４）年） 
29.4 

各市・交通 

事業者資料 

(目標値設定の考え方) 

 人口減少が進むが効率的な運行により収支率は維持される。 

 ※燃料費の高騰、人件費の増加など想定外の事態が発生した場合は再設定する。 
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（２）地域公共交通ネットワークの確保・維持の方針 

 地域公共交通ネットワークの将来像実現に向けた、各運行系統の位置づけと、確保・維持の方

針、地域公共交通確保維持事業の必要性を示す。 

 

各運行系統の位置づけと確保維持の方針 

位置づけ 系統 事業主体 確保・維持の方針 

高速バス
ネットワ
ーク 

各高速バス 
路線 

高速バス事業者

各社 
交通事業者の事業として一定以上の水準を確保
することをめざす。 

幹線 

循環線 淡路市 

島内の主要な幹線軸として、国の運行経費補助
である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）
を活用し、持続可能な運行をめざす。 

縦貫線 
（洲本BC～津名港） 

淡路交通 

縦貫線 
（福良～洲本 BS） 

淡路交通 

準幹線 

東浦北淡線 淡路市 
幹線を補完する軸として、国の運行経費補助で
ある地域公共交通確保維持事業（フィーダー補
助）を活用し、持続可能な運行をめざす。 

由良線 淡路交通 

幹線を補完する軸として、交通事業者、行政、
住民等が連携を図り、持続可能な運行をめざ
す。 

都志線 淡路交通 

長田線 淡路交通 

鳥飼線 淡路交通 

中央循環線 南あわじ市 

西循環線 南あわじ市 

南北幹線 南あわじ市 

支線 

北部観光周遊回り 淡路市 地域の移動を支える軸として、国の運行経費補
助である地域公共交通確保維持事業（フィーダ
ー補助）を活用し、持続可能な運行をめざす。 五色地域線 洲本市 

鮎原線 本四海峡バス 

地域の移動を支える軸として、需要に応じた適
切な交通機関を導入し、交通事業者、行政、住
民等が連携を図り、持続可能な運行をめざす。 

南部観光周遊回り 淡路市 

上灘・沼島線 洲本市 

南循環線 南あわじ市 

北循環線 南あわじ市 

東循環線 南あわじ市 

岩屋地域コミュ
ニティバス 

㈱恵美寿 

長沢地域コミュ
ニティバス 

長沢コミバス 
実行委員会 

山田地域コミュ
ニティバス 

山田まちづくり 

協議会 

灘地区自家用有
償旅客運送 

NPO 法人 
灘水仙の里 

航路 各航路 運行事業者各社 
島内と島外や離島を結ぶ、地域の移動を支える軸

として、交通事業者、行政、住民等が連携を図

り、持続可能な運行をめざす。 
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地域公共交通確保維持事業の必要性 

位置 

づけ 
系統 地域公共交通確保維持事業の必要性 

幹
線 

循環線 

南側には島内の幹線である縦貫線、北側には明石や神戸方面とつながる明石岩屋航

路と接続しており、淡路市域を超える移動を担う島内において重要な役割を担う路線と

なっています。通勤・通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動を基本としつつ、観光

や余暇活動等、多様な目的での移動を担っています。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行

政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

縦貫線 

（洲本ＢＣ

～津名港） 

島内の南北を貫く幹線として、洲本 BC を境に南側には南あわじ市内の準幹線である

中央循環線等が、北側には島内の幹線である循環線が接続しており、島内移動の重要な

役割を担う路線となっています。通勤・通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動を基

本としつつ、観光や余暇活動等、多様な目的での移動を担っています。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行

政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

縦貫線 

（福良～ 

洲本ＢＣ） 

準
幹
線 

東浦 

北淡線 

淡路市の東浦地域と北淡地域を結ぶ通勤・通学、買い物、通院等の主に日常生活に係

る移動を担う路線となっています。東浦地域、北淡地域でともに幹線である循環線に接

続しており、循環線を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業

者、行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

支
線 

北部 

観光 

周遊 

回り 

淡路市北部地域の観光拠点を結ぶ、主に観光に係る移動を担う路線となっています。

一部、日常生活に係る移動にも利用されています。東浦地域、岩屋地域でともに幹線で

ある循環線に接続しており、循環線を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業

者、行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

五色 

地域線 

洲本市の洲本地域から五色地域を結ぶ通勤・通学、買い物、通院等の主に日常生活に

係る移動を担う路線となっています。洲本地域で幹線である縦貫線（洲本 BC～津名港）

に接続しており、縦貫線(洲本 BC～津名港)を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行

経費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業

者、行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 
 

補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

位置
づけ 

系統 起点 
経由
地 

終点 
事業許可 

区分 
運行 
態様 

実施主体 
補助事
業活用 

幹線 

循環線 
岩屋

PT 
志筑 

岩屋

PT 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路市 

幹線 

補助 

縦貫線 

（洲本 BC～津名港） 

洲本

BC 
志筑 津名港 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

縦貫線 

（福良～洲本 BC） 
福良 - 

洲本

BC 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

準 幹

線 
東浦北淡線 

東浦

BT 

本四 

仁井 

北淡事

務所前 

自家用有償

旅客運送 

路線定

期運行 
淡路市 

フィーダー

補助 

支線 

北部観光周遊回り 
岩屋

PT 

東浦

BT 

岩屋

PT 

自家用有償

旅客運送 

路線定

期運行 
淡路市 

フィーダー

補助 

五色地域線 
洲本

BC 
- 

高田屋

嘉兵衛

公園 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 

洲本市 
（運行は交通事

業者に委託） 

フィーダー

補助 
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別 紙（地域内フィーダー系統） 

 

 

令和７年６月２５日 

 

          （名称）淡路島地域公共交通活性化協議会 
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

人口減少や少子高齢化、車社会の進展により路線バスやコミュニティバス等の公共交通

の利用者は年々減少を続けており、収支悪化による行政負担の増加や運転手不足など、日

常生活に必要不可欠な地域公共交通の確保維持が極めて厳しい状況にある。 

今後も地域の活力を維持していくためには、地域公共交通確保維持事業により下記路線

を存続させていくことが必要であり、地域住民、運行事業者及び行政等地域の関係者が適

切な役割のもと地域公共交通の確保維持を図るとともに、もって島内の活性化に資するこ

とを目的とする。 

 

淡路市生活観光バス（東浦北淡線、北部観光周遊回り） 

淡路市においては、地域住民の移動手段を確保維持する「生活交通」と、観光客の移動

手段を確保維持する「観光交通」を兼ね備えた淡路市生活観光バス路線を平成２５年１０

月（平成２６年度）から自家用有償旅客運送の運行形態で運行を開始した。 

令和元年１０月（令和２年度）には路線域を北淡路地域から市全域に拡大し、その後、

令和２年１０月（令和３年度）には、路線の見直しとともに幹線系統については一般旅客

自動車運送事業での運行に、支線系統については自家用有償旅客運送での運行に、それぞ

れ運行形態の変更を行った。 

現在の地域内フィーダー系統は、支線系統の自家用有償旅客運送である「東浦北淡線※

１」と「北部観光周遊回り※２」となっている。 

それぞれ幹線系統である「時計回り」・「反時計回り」と東浦バスターミナル等で接続し、

通勤、通学、通院、買い物及び観光等の移動手段として必要不可欠な当該路線を確保維持

していくことが必要である。 

※１…東浦北淡線は、東浦バスターミナルと北淡事務所前間を往復運行し、平日（月～ 

  金）は１日９．５往復１９便、休日は１日８．５往復１７便を運行。 

※２…北部観光周遊回りは、北淡路地域の花みどり施設等を周遊し、３月から１１月ま 

  での間、時計回りと反時計回りで循環し、１日９往復１８便を運行。 

 

洲本市コミュニティバス「五色中央ルート」（五色地域線） 

洲本市においては、洲本バスセンターを起終点とする路線バスを軸として、コミュニテ

ィバスなどで構成される公共交通網が市域に広がっている。中心市街地には、兵庫県立淡

路医療センターを始めとする医療機関や大規模商業施設、高等学校が存在しており、地域

住民の日常生活機能の多くを担っている。 

また、中心市街地から旧五色町の公共施設などへの移動需要もあり、車を運転できない

高齢者や学生等を中心に、公共交通は生活に必要不可欠な移動手段となっている。 

そうした中、既存路線バスの停留所まで遠い山間地域や坂路が多い地域では、停留所に

到達することすら困難であるなどの理由から、路線バスを利用したくても利用できない高

齢者が増えてきており、中心市街地、旧五色町内及び隣接市にアクセスするための新たな

交通手段として、平成 29 年に五色地域コミュニティバスの運行を開始した。 

運行開始後は、通院、通学、買い物といった日常生活を支える移動手段として、自ら移

動手段を持たない高齢者や学生を中心に利用されており、五色地域と中心市街地を結ぶ移

動手段としての役割を果たしている。 

このように、新たな公共交通に関するニーズが高まる中、中心市街地、旧五色町内及び

隣接市への交通手段として、洲本市コミュニティバス五色中央ルート（五色地域線）を確

保維持することが必要である。 
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別 紙（地域内フィーダー系統） 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

淡路市生活観光バス（東浦北淡線、北部観光周遊回り） 

（１）「東浦北淡線」「北部観光周遊回り」の利用者数を 26,415 人以上とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 26,154 人 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 26,415 とする。 

 

（２）「東浦北淡線」「北部観光周遊回り」の利用者一人当たりの公的資金投入額を 

1,045.9 円とする。 

（算出根拠） 

  ・令和６年度の実績が 1,056.4 円 

市補助金 27,629,000 円÷利用者数 26,154 人＝1,056.4 円 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％減の 1,045.9 円とする。 

 

（３）「東浦北淡線」「北部観光周遊回り」の収支率を 31.4％以上とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 30.4％ 

収入 10,222,000 円÷支出 33,467,000 円＝30.4％ 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 31.4％とする。 

 

洲本市コミュニティバス「五色中央ルート」（五色地域線） 

（１）「五色中央ルート」（五色地域線）の利用者数を 6,026 人以上とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 5,966 人 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 6,026 人とする。 

 

（２）「五色中央ルート」（五色地域線）の利用者一人当たりの公的資金投入額を 

1,007.8 円とする。 

 （算出根拠） 

・令和６年度の実績が 1,017.9 円 

市運行委託料 6,072,608 円÷利用者数 5,966 人＝1,017.9 円 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％減の 1,007.8 円とする。 

 

（３）「五色中央ルート」（五色地域線）の収支率を 11.4％以上とする。 

 （算出根拠） 

・令和６年度の実績が 10.4％ 

収入 1,355,825 円÷支出 13,012,981 円＝10.4％ 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 11.4％とする。 

 

 

（２）事業の効果 

当該路線を維持することにより、地域住民の通院、通学、買い物など日常生活に必要不

可欠な移動手段が確保される。また、観光施設等が点在するエリアでは、観光客の移動手

段も確保することができる。 

さらには、地域間幹線系統とフィーダー系統のネットワークが連携することで、効率的

な運行体系が実現できるとともに、外出の促進による高齢者の健康増進や地域活性化にも

つながる。 
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３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 
※事業について、過去に事業評価を行っている場合には、当該評価（一次評価及び二次

評価）の結果を踏まえて記載。 

・他路線の交通事業者とも連携した系統や便数、運行ダイヤの見直し。（淡路市、洲本市、

事業者） 

・交通モードを超えた乗り継ぎ切符（企画乗車券）の導入（淡路市、洲本市、南あわじ市、

事業者） 

・運賃無料、割引サービス（こどもの日、敬老の日等、免許返納）の実施（淡路市、洲本

市、南あわじ市、事業者） 

・淡路島発着の高速バス、路線バス、コミバス、旅客船等の総合的な公共交通情報を WEB

アプリ「buSmo（バスモ）」により発信。本年度は多言語（英語、中国語（簡体、繁体）、

韓国語）にも対応できるよう改修する。（淡路市、洲本市、南あわじ市、兵庫県淡路県民

局、淡路島観光協会） 

・市広報誌、市ＬＩＮＥやイベント等を活用した情報発信（淡路市、洲本市） 

・コミバスの時刻表及び公共交通マップの作成、市内集客施設への配布（淡路市） 

・バス停ナンバリング、路線カラーリングの検討、ＨＰなどで周知（淡路市、洲本市、南

あわじ市、兵庫県淡路県民局、淡路島観光協会） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付。 

 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

淡路市生活観光バス（東浦北淡線、北部観光周遊回り） 

運行経費から運行収入を差し引いた差額分を運行事業者への補助金として、淡路市が負

担する。 

 

洲本市コミュニティバス「五色中央ルート」（五色地域線） 

運行事業者との運行業務委託契約金額から交付を受けた国庫補助金を差し引いた額

と、年間の運行経費から運賃収入と交付を受けた国庫補助金を差し引いた額とを比較

し、いずれか高いほうを洲本市が委託料として負担する。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

・利用者アンケート（車内・インタネットアンケート等） 

・住民ヒアリング（地区の町内会会合への参加等）等 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 
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９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 
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17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和 5年 4 月 26 日（書面表決）（令和 5年度第 1回） 

令和 4年度協議会決算（案）、令和 5年度協議会予算（案）について ほか 

・令和 5年 7 月 4日（令和 5年度第 2回） 

現行計画の目標値の達成状況、めざすべき将来像と課題について 

・令和 5年 10 月 12 日（令和 5 年度第 3回） 

将来像実現に向けた方針と施策について 

・令和 5年 12 月 25 日（令和 5 年度第 4回） 

淡路島地域公共交通計画（素案）について 

・令和 6年 3 月 21 日（令和 5年度第 5回） 

淡路島地域公共交通計画（案）について 

・令和 6年 6 月 27 日（令和 6年度第 1回） 

令和 7年度幹線系統補助、フィーダー系統補助の計画認定申請（案）について 

・令和 7年 1 月 29 日（令和 6年度第 2回） 

淡路島地域公共交通計画の変更について 

・令和 7年 6 月 25 日（令和 7年度第 1回） 

令和 8年度幹線系統補助、フィーダー系統補助の計画認定申請（案）について 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

地域公共交通活性化協議会に利用者代表として地域住民代表者が参画しており、継続的

な協議を行っている。 

地域公共交通計画の策定にあたっては、パブリックコメントや事業者等に対するヒアリ

ングを実施し、地域住民や関係者の意見を反映した計画とした。 

 

20．乗用タクシーの運賃低廉化措置を行う地域の概要 

【乗用タクシーの運賃低廉化措置を行う場合のみ】 

（１）過去に乗合旅客の運送を行っていた乗合バス事業等 

 ※該当なし 

 

（２）交通手段の検討状況 

 ※該当なし 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）南あわじ市市善光寺２２番地１    

（所 属）南あわじ市総務企画部市民協働課   

（氏 名）原口 涼              

（電 話）0799-43-5244            

（e-mail）k_kotsu@city.minamiawaji.hyogo.jp  
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注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和８年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件
（別表７・

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

淡路市

淡路市 (1)
淡路市生活観光バス

（東浦北淡線）

淡路市

運行系統

系統
キロ程

③復 24.9ｋｍ

東浦バ
スターミ
ナル

本四仁井
高速バス
停前

北淡事
務所前

往 9.7ｋｍ

①、②(1)

補助幹線系統である淡路
交通が運行する縦貫線と洲
本バスセンターで接続させ
る。

洲本ＢＣ
たかたクリ
ニック前

高田屋
嘉兵衛
公園

往 24.9ｋｍ
359日

①、②(1)

東浦バスターミナル、北淡
事務所前バス停で、補助対
象地域間幹線系統である
本四海峡バス㈱の時計回
り・反時計回りと接続

③復 9.7ｋｍ

R9年度～計画期間最終年度については、R8年度事業から運行内容に変更がないため省略

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

365日 3,344.5回 路線定期

①、②(1)

東浦バスターミナルバス停
で、補助対象地域間幹線系
統である本四海峡バス㈱の
時計回り・反時計回りと接
続

③

(2)
淡路市生活観光バス

（観光周遊回り）
（時計回り）

岩屋
ポート
ターミナ
ル

東浦バス
ターミナル

岩屋
ポート
ターミナ
ル

往 27.0ｋｍ
92日 828回 ①、②(1)

東浦バスターミナルバス停
で、補助対象地域間幹線系
統である本四海峡バス㈱の
時計回り・反時計回りと接
続

③循環

淡路市 (3)
淡路市生活観光バス

（観光周遊回り）
（反時計回り）

岩屋
ポート
ターミナ
ル

東浦バス
ターミナル

岩屋
ポート
ターミナ
ル

往 27.0ｋｍ
92日 828回

循環

洲本市

路線定期

路線定期

1615.5回 路線定期(株)洲本観光タクシー (4) 五色中央ルート

4
3



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領
１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１．

市区町村名

人　口

人口集中地区以外 73,357

洲本市、南あわじ市、淡路市

交通不便地域等 83,203

人　口 対象地区 根拠法

41,236 洲本市域全域
過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法

41,967 淡路市全域
過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

淡路島地域公共交通網形成計画 平成30年3月29日

淡路島地域公共交通計画 令和6年3月29日

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付する
こと。（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法
律（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村
名等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する
場合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。
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申請番号（４）五色中央ルート（五色地域線） 路線図 

 

 

 

 

番号 停車箇所 番号 停車箇所 

① 高田屋嘉兵衛公園 ⑩ 南谷ふるさと会館 

② 五色バスセンター ⑪ たかたクリニック前 

③ 五色診療所 ⑫ 五色図書館 

④ 都志大日 ⑬ 南橋 

⑤ 広石北公会堂 ⑭ 三野畑 

⑥ 五色地域福祉センター ⑮ 塔下 

⑦ 鮎の郷 ⑯ 馬場 

⑧ 神陽台 ⑰ 東塔下 

⑨ 三野畑公会堂   

 

4
6



申請番号（４）五色中央ルート（五色地域線） 路線図 

 

 

 

番号 停車箇所 

⑱ 薬師前 

⑲ 市原 

⑳ 岡本 

㉑ 市原口 

㉒ 安坂 

㉓ 安田橋 

㉔ 三木田口 

㉕ 下加茂 

㉖ 洲本車庫前 

㉗ 築地町 

㉘ 洲本市役所 

㉙ 洲本バスセンター 

  

 

五色中央ルート（五色地域線）… 

 

縦 貫 線… 

（地域間幹線） 

（申請系統） 

4
7



 

35 

地域公共交通確保維持事業対象路線 

 

 

  

  

48

U000721
テキストボックス
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申請番号（１）東浦北淡線（東浦→北淡）

申請番号（１）東浦北淡線（北淡→東浦）

13:54 17:4414:46
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164.9土日祝 2020.10.01改正
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0:26 0:26
0:10 0:10 0:15 0:10 0:15 0:10

0:26 0:26 0:26

17:49
0:06 0:040:46 0:14
13:56 18:5415:51 16:5511:49 12:539:54

16:23 18:25

0:35

反時計回り
東浦BT 発 10:28 11:20 13:28

0:48 0:15

東浦BT 発
0:14 0:44

19:19

0:18

15:30
0:29

14:28
0:03 0:500:53 0:38 0:25

7:15

7:17

7:19

7:20

7:21

7:24

7:02

7:05

7:07

7:10

7:11

7:13

9:33
2:09

9:28
2:04

0:24

0:20

時計回り

0:020.7

1.0 0:02
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16:36

12:03 13:03 14:13 14:38 15:18 16:28 17:13

7 Awaji Nature Lab＆Resort

1.0

16:41

14:12 14:37 15:17

14:34 15:14 16:24 17:09 11:56 13:06 13:36 14:46 15:36

15:42

12:02 13:02 16:38

0:52 0:52 所要時分

15:22 16:12 17:1211:52 12:32 13:42 14:12

0:52 0:52 0:52 0:52 0:5227.0 0:52 0:52 0:52 0:52所要時分 27.0 0:52 0:52 0:52 0:52

10:32 11:2214:52 15:32 16:42 17:27 14 岩屋ポートターミナル14 岩屋ポートターミナル 10:12 11:02 12:17 13:17

0:52 0:52 0:52

0:05 2.7

14:27

13:12 14:22 14:47 15:27 16:37

12 淡路ハイウェイオアシス・A２駐⾞場

13 淡路インターチェンジ⾼速バス停前 10:07 10:57 12:12 11:43 12:23

10:06 10:56 12:11 13:11 12

17:03
0:01 0.6

0:09 3.6

15:1317:22 16:03

16:36 17:21

13 国営明⽯海峡公園淡路⼝前 10:23 11:13 13:33 14:03

15:08 15:58淡路夢舞台前

9:57 10:47

11 県⽴淡路島公園 10:04 10:54 12:09

16:58
0:02 1.4

0:05 2.3

14:21 14:46 15:26 10:18 11:08 11:38 12:18 13:28 13:58

14:44 15:24 16:34

0:01 0.5

9 Awaji Nature Lab＆Resort
0:02 2.0

9:58 10:48

15:01

16:27 17:12

10 ハーモニーファーム淡路 10:02 10:52

8 県⽴淡路景観園芸学校

11:22 12:02 13:1210 グリナリウム淡路島 13:42 14:52

12:11

13:05 14:15 14:40 15:20 16:30 17:15

11:01 13:51

0:01 0.6

10:01 10:51 11:21 12:01 13:11 13:41
0:03

13:09 13:2117:19

13:08

0:04 2.7

0:07 3.6

14:19 11 東浦バスターミナル 10:11

10:00 10:50 12:05 16:42
0:09 4.6

15:51 16:5111:31

6 あわじ花さじき 9:51 10:41 11:56

9 あわじ花さじき 14:51 15:41

7 淡路カントリーガーデン 9:54 10:44 11:59 12:59 9:56 10:46 11:16

11:55 13:05 13:35
0.5

14:48 15:3813:38

0:03 1.0

0:02 0.9

14:09

8 淡路カントリーガーデン 9:58 10:48 11:18 11:58

12:56 14:06 14:31

0:03 1.4

2.5

11:52 13:02 13:32

14:21 15:01 16:11 16:56

16:35
0:01 0.6

0:01

14:45 15:35

16:20 17:05

6 県⽴淡路景観園芸学校 9:55 10:4515:11 16:21 17:06

4.6

0:03

14:05 14:30 15:10 9:52 10:42 11:12

4 東浦バスターミナル 9:41 10:31 11:46 12:46

5 ハーモニーファーム淡路

11:15

9:50 10:40 11:55 12:55
0:09

0:05 2.3

3 淡路夢舞台前 9:34 10:24 11:39

2 国営明⽯海峡公園淡路⼝前 9:29 10:19 11:34 12:34 2 淡路インターチェンジ⾼速バス停前

0:09 3.6

13:44

16:28
0:07 3.6

0:04 2.7

13:56 4 県⽴淡路島公園 9:48 10:38 11:08 11:48

12:39 13:49 14:14 14:54 16:04 16:49

5 グリナリウム淡路島 14:42 15:32 16:32

14:36

13:28 14:38 15:2812:58

14:35 15:259:45 10:35 11:05 11:45 12:55 13:25

13:20 14:30 15:20 16:20
0:05 2.7

1 岩屋ポートターミナル 9:40 10:30 11:00 11:40

16:25
0:01 0.6

15:263 ハイウェイオアシス・A１駐⾞場 9:46 10:36
0:02 1.4

岩屋ポートターミナル

16:2611:06 11:46 12:56 13:26

11:25 12:25

15:59 16:44

9:20 10:10

９便/往復 ３⽉〜１１⽉ 休⽇（⼟⽇祝⽇）限定

14:09 14:49

2024.3.1 改正

13:35 14:00 14:40 15:50 16:35

申請番号（２）、（３）観光周遊回り

観光周遊回り（時計回り） 観光周遊回り（反時計回り）

バス停留所 区間時分

区間距離
（㎞） 発⾞時刻 バス停留所 区間時分

区間距離
（㎞） 発⾞時刻

12:501

変更後

5
1



令和4年10月1日改定

申請番号（４）五色中央ルート（五色地域線）

 

上り 1便 2便 3便 4便 下り 1便 2便 3便 4便 5便

高田屋嘉兵衛公園 7:50 11:20 13:25 16:10 洲本BC 6:30 10:10 12:20 14:25 17:30

五色BC 7:52 11:22 13:27 16:12 洲本市役所 6:32 10:12 12:22 14:27 17:32

五色診療所 7:53 11:23 13:28 16:13 築地町 6:34 10:14 12:24 14:29 17:34

都志大日 7:54 11:24 13:29 16:14 洲本車庫前 6:37 10:17 12:27 14:32 17:37

広石北公会堂 7:55 11:25 13:30 16:15 下加茂 6:38 10:18 12:28 14:33 17:38

五色地域福祉センター 7:57 11:27 13:32 16:17 三木田口 6:42 10:22 12:32 14:37 17:42

鮎原鮎の郷 8:01 11:31 13:36 16:21 安田橋 6:43 10:23 12:33 14:38 17:43

鮎原神陽台 8:03 11:33 13:38 16:23 安坂 6:44 10:24 12:34 14:39 17:44

三野畑公会堂 8:04 11:34 13:39 16:24 市原口 6:45 10:25 12:35 14:40 17:45

南谷ふるさと会館 8:07 11:37 13:42 16:27 岡本 6:46 10:26 12:36 14:41 17:46

たかたクリニック前 8:08 11:38 13:43 16:28 市原 6:47 10:27 12:37 14:42 17:47

五色図書館 8:09 11:39 13:44 16:29 薬師前 6:48 10:28 12:38 14:43 17:48

南橋 8:10 11:40 13:45 16:30 東塔下 6:51 10:31 12:41 14:46 17:51

三野畑 8:11 11:41 13:46 16:31 馬場 6:52 10:32 12:42 14:47 17:52

塔下 8:12 11:42 13:47 16:32 塔下 6:53 10:33 12:43 14:48 17:53

馬場 8:13 11:43 13:48 16:33 三野畑 6:54 10:34 12:44 14:49 17:54

東塔下 8:14 11:44 13:49 16:34 南橋 6:55 10:35 12:45 14:50 17:55

薬師前 8:17 11:47 13:52 16:37 五色図書館 6:56 10:36 12:46 14:51 17:56

市原 8:18 11:48 13:53 16:38 たかたクリニック前 6:57 10:37 12:47 14:52 17:57

岡本 8:19 11:49 13:54 16:39 南谷ふるさと会館 6:58 10:38 12:48 14:53 17:58

市原口 8:20 11:50 13:55 16:40 三野畑公会堂 7:01 10:41 12:51 14:56 18:01

安坂 8:21 11:51 13:56 16:41 神陽台 7:02 10:42 12:52 14:57 18:02

安田橋 8:22 11:52 13:57 16:42 鮎の郷 7:04 10:44 12:54 14:59 18:04

三木田口 8:23 11:53 13:58 16:43 五色地域福祉センター 7:08 10:48 12:58 15:03 18:08

下加茂 8:27 11:57 14:02 16:47 広石北公会堂 7:10 10:50 13:00 15:05 18:10

洲本車庫前 8:28 11:58 14:03 16:48 都志大日 7:11 10:51 13:01 15:06 18:11

築地町 8:31 12:01 14:06 16:51 五色診療所 7:12 10:52 13:02 15:07 18:12

洲本市役所 8:33 12:03 14:08 16:53 五色BC 7:13 10:53 13:03 15:08 18:13

洲本BC 8:35 12:05 14:10 16:55 高田屋嘉兵衛公園 7:15 10:55 13:05 15:10 18:15

52



令和4年10月1日改定

 洲本市コミバス（五色中央ルート）　　　　　

停留所名
停留所土地
所有者名

停留所物件
所有者名

0.5

洲本観光タクシー
1.1

0.6

24.9 0.0

0.3

0.4
洲本BC （既設） 洲本観光タクシー

計

洲本市役所 （既設） 洲本観光タクシー

洲本車庫前 （既設） 洲本観光タクシー

0.8
築地町 （既設） 洲本観光タクシー

安田橋 （既設） 淡路交通共有
0.6

三木田口 （既設） 淡路交通共有
1.7

下加茂 （既設） 洲本観光タクシー

0.7

岡本 （既設） 淡路交通共有
0.8

市原口 （既設） 淡路交通共有
0.5

安坂 （既設） 淡路交通共有
0.7

淡路交通共有
0.5

市原 （既設） 淡路交通共有
0.6

0.5
馬場 （既設） 淡路交通共有

0.6
東塔下 （既設） 淡路交通共有

1.9
薬師前 （既設）

南谷ふるさと会館 （既設） 洲本観光タクシー

塔下

三野畑 （既設）

五色図書館 （既設） 洲本観光タクシー

0.5
南橋 （既設） 淡路交通共有

0.6

（既設）

（既設） 洲本観光タクシー

神陽台 （既設）

0.8

1.4

淡路交通共有

淡路交通共有

たかたクリニック前 （既設） 洲本観光タクシー
0.6

洲本観光タクシー

1.3
五色地域福祉センター （既設） 洲本観光タクシー

2.3
鮎の郷 （既設） 洲本観光タクシー

三野畑公会堂

1.2
五色診療所 （既設） 洲本観光タクシー

0.8
都志大日 （既設） 洲本観光タクシー

1.6
広石北公会堂 （既設）

キロ程

洲本観光タクシー

五色BC （既設） 洲本観光タクシー
1.0

停留所の名称および位置ならびにキロ程

位                置

高田屋嘉兵衛公園 （既設）
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R7年10月 R7年11月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2
9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

R7年12月 R8年1月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

29 30 31 26 27 28 29 30 31
9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5

R8年2月 R8年3月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1
8.5 8.5

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5

23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

30 31
9.5 9.5

R8年4月 R8年5月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2 3
9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 8.5 8.5

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 8.5 8.5

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

R8年6月 R8年7月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

29 30 27 28 29 30 31
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

R8年8月 R8年9月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 1 2 3 4 5 6
8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9.5 8.5 8.5

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 9.5

31
9.5

8月 31日 283.5回

9月 30日 274.回

6月 30日 277.回

7月 31日 285.5回

4月 30日 276.回

5月 31日 281.5回

2月 28日 256.回

3月 31日 284.5回

12月 31日 285.5回

1月 31日 282.5回

11月 30日 273.回

令和８年度事業 自治体名 淡路市
系統番号
系統名

淡路市生活観光バス
（東浦北淡線） 合計 365日 3344.5回

10月 31日 285.5回
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R7年10月 R7年11月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2
9 9 9 9

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 9 9 9 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
9 9 9 9 9

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
9 9 9 9

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
9 9 9

R7年12月 R8年1月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

R8年2月 R8年3月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1
9

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
9 9

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
9 9

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
9 9 9

23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
9 9

30 31

R8年4月 R8年5月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2 3
9 9 9 9

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 9 9 9 9 9 9

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
9 9 9 9

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
9 9 9 9

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
9 9 9

R8年6月 R8年7月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

9 9 9 9

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
9 9 9 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
9 9 9 9

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
9 9 9 9 9

29 30 27 28 29 30 31

R8年8月 R8年9月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 1 2 3 4 5 6
9 9 9 9

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
9 9 9 9

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
9 9 9 9 9

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
9 9 9 9 9 9 9

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
9 9

31

8月 11日 99.回

9月 11日 99.回

6月 8日 72.回

7月 9日 81.回

4月 9日 81.回

5月 13日 117.回

2月 日 .回

3月 10日 90.回

12月 日 .回

1月 日 .回

11月 12日 108.回

令和８年度事業 自治体名 淡路市
系統番号
系統名

淡路市生活観光バス
（観光周遊回り）
（時計回り）

合計 92日 828.回

10月 9日 81.回
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R7年10月 R7年11月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2
9 9 9 9

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 9 9 9 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
9 9 9 9 9

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
9 9 9 9

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
9 9 9

R7年12月 R8年1月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30 31

R8年2月 R8年3月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1
9

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
9 9

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
9 9

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
9 9 9

23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
9 9

30 31

R8年4月 R8年5月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2 3
9 9 9 9

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 9 9 9 9 9 9

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
9 9 9 9

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
9 9 9 9

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
9 9 9

R8年6月 R8年7月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

9 9 9 9

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
9 9 9 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
9 9 9 9

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
9 9 9 9 9

29 30 27 28 29 30 31

R8年8月 R8年9月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 1 2 3 4 5 6
9 9 9 9

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
9 9 9 9

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
9 9 9 9 9

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
9 9 9 9 9 9 9

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
9 9

31

8月 11日 99.回

9月 11日 99.回

6月 8日 72.回

7月 9日 81.回

4月 9日 81.回

5月 13日 117.回

2月 日 .回

3月 10日 90.回

12月 日 .回

1月 日 .回

11月 12日 108.回

令和８年度事業 自治体名 淡路市
系統番号
系統名

淡路市生活観光バス
（観光周遊回り）
（反時計回り）

合計 92日 828.回

10月 9日 81.回
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R7年10月 R7年11月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

R7年12月 R8年1月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

29 30 31 26 27 28 29 30 31
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

R8年2月 R8年3月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 1
4.5 4.5

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

30 31
4.5 4.5

R8年4月 R8年5月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2 3
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

R8年6月 R8年7月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

29 30 27 28 29 30 31
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

R8年8月 R8年9月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 1 2 3 4 5 6
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

31
4.5

8月 31日 139.5回

9月 30日 135.回

6月 30日 135.回

7月 31日 139.5回

4月 30日 135.回

5月 31日 139.5回

2月 28日 126.回

3月 31日 139.5回

12月 28日 126.回

1月 28日 126.回

11月 30日 135.回

令和８年度事業 自治体名 洲本市
系統番号
系統名

五色中央ルート 合計 359日 1615.5回

10月 31日 139.5回
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協議会における事前の「包括的な合意」（案）について 

 
事前の包括的な合意 

地域公共交通計画認定申請内容の決定後、計画内容に変更が生じた場合には、その内容に
ついて本協議会で議論する必要があるが、計画変更を効率的に行う観点から「地域公共交通
確保維持改善事業実施要領」の規定に則り、軽微な変更に該当する場合には、協議会を開催
しなくても協議会の議論を経たものとして取り扱う。 
 
【参 考】 

〇地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱より 
（地域公共交通計画の変更） 
第９条 活性化法法定協議会は、前条の規定により申請された地域公共交通計画に記載さ

れた地域公共交通確保維持事業の内容を変更するときは、あらかじめ計画の変更につい
て当該活性化法法定協議会の議論を経て大臣の認定を受けるものとする。ただし、軽微
な変更についてはこの限りでない。 

２ 前項の認定の申請は、様式第１－２による地域公共交通計画変更認定申請書を大臣に
提出して行うものとする。 

３ 前条第３項の規定は、本条において準用する。 
 
○地域公共交通確保維持改善事業実施要領より 
②協議会について 

ア．地域公共交通計画の変更と活性化法法定協議会の開催について 
陸上交通（地域間幹線系統又は地域内フィーダー系統）について記載した地域公共

交通計画の策定後に鉄道のダイヤ改正や学校の登校時間・登校日の変更への対応、沿
線の集客施設の新設・廃止への対応等による運行回数・運行日の変更や運行経路の一
部変更が生じることが見込まれる場合は、予め活性化法法定協議会において事前に包
括的な合意が得られていることを前提に、次のいずれをも満たす軽微な変更に限り、
変更の都度、活性化法法定協議会を開催しなくても交付要綱第９条第１項（第１８条
の規定により準用する場合を含む。）の活性化法法定協議会の議論を経たものとして取
り扱う。 
・各補助対象系統の１日当たり計画運行回数の１０％以内又は１回以内の増減 
・各補助対象系統の計画運行日数の１０％以内の増減 
・各補助対象系統のキロ程（デマンド型にあってはサービス提供時間）の１０％ 

以内の増減 
・地域間幹線系統補助対象事業者に係る計画額の総額の１０％以内の増減 

 
ただし、当該変更後の地域公共交通計画については、活性化法法定協議会構成員に

おいて情報共有されることが必要である。 

 

協議４ 
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 淡路島地域公共交通計画 概要版  
■計画の目的  

淡路島が将来にわたって地域の活力を維持していくためには、人々の暮らしや活動を支える地域公共交通ネ
ットワークの形成と交通サービスの維持・改善が不可欠です。 

淡路島においては地域公共交通ネットワーク全体を一体的に形づくり、持続させることを目的として、「淡
路島地域公共交通活性化協議会」を設置し、2018（平成 30）年３月に「淡路島地域公共交通網形成計画」を
策定しました。網形成計画策定以降、課題解決に向けた様々な取組みを進めていますが、地域公共交通を取り
巻く状況は一層厳しさを増しています。このため、地域公共交通にかかわる各主体、すなわち、利用する地域
の住民、サービスを提供する交通事業者、そして市をはじめとした行政等の関係者が、望ましい姿を再確認し、
共有する必要があります。 

今回策定する「淡路島地域公共交通計画」は、これらの望ましい姿を共有したうえで、それぞれの役割を再
認識し、それぞれができることを理解し、総合的に地域公共交通政策を展開していくための道しるべを示すこ
とを目的としています。 

■計画の位置づけ  
本計画は淡路島にとって望ましい地域公共交通の姿を明らかにするマスタープランの役割を果たすもので

す。淡路島各市の総合計画や兵庫県の淡路地域ビジョン、その他のまちづくりや交通に関する計画と整合、連
携を図りながら、地域公共交通政策の方向性等を定めるとともに、住民、交通事業者、企業、団体、行政等地
域の人々が一体となって取り組む諸施策を示し、持続可能な地域公共交通の実現をめざします。 

■基本的な方針  
住民が安心して暮らし、地域内外の人々が交流する活気あふれる地域であるためには、誰も（住民、来訪者）

がそれぞれの目的に応じて円滑に移動できる環境が必要です。その環境を実現し、将来にわたって維持するた
め、今後の人口減少、高齢者の増加、観光客の増加等に対応した、わかりやすく、使いやすい地域公共交通網
の構築をめざします。 

 
 

 

■計画の推進体制  
淡路島地域公共交通活性化協議会では、各事業主体の取組みや事業費、費用対効果など進捗状況の確認を行

うとともに、計画に基づく施策の総合調整を行います。 
事業主体間の連携や調整が必要な施策については、３市と県の交通政策担当課により構成する淡路島地域公

共交通活性化協議会事務局において、施策の調査・検討、実施、検証等を行い、協議会に報告を行います。 
また、各市地域公共交通会議においては、本計画を踏まえ、施策・事業の推進を図ります。 

 

 

 

 

  

淡路島地域公共交通活性化

協議会 

淡路島地域公共交通活性化 

協議会事務局 

協議会での意見を報告、施策

に反映 

施策の進捗報告等 

（計画の作成および変更・事業実施の

協議） 

（３市と県による施策の調査、検討、 

提案、実施、報告） 

 

淡路島地域３市 地域公共交通会議 

連携 

誰も（住民、来訪者）が分かりやすく、使いやすい公共交通の実現 
～クルマがなくても、生活・周遊できるネットワークの実現～ 
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■地域公共交通ネットワークの将来像  
地域公共交通ネットワークの将来像は、住民及び来訪者の広域移動から地域内移動までの多様な移動に対し

て、高速バスネットワークや幹線、準幹線、支線等が役割に基づく階層性をもち、交通結節点で円滑に接続す

る、持続可能な地域公共交通ネットワークをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広域拠点︓島外からの交通機関である高速バス、旅客船の主なタ
ーミナルで淡路島の玄関口。高速バス、旅客線、路線
バス、コミュニティバス、タクシー等の複数の移動手段の
乗換拠点。 

・ 乗り換え・観光・宿泊施設等の案内ができること 
・ 駐車場、駐輪場、タクシーベイが整備されていること 
・ 待合施設があること 
・ トイレがあること 
・ 券売所、案内所があること 
・ レンタサイクル、レンタカーなど多様なバス以外の交通手段が利用

できること 
・ 飲食、物販機能があること 

地域拠点︓高速バス、路線バス、コミュニティバス
等、複数の移動手段の乗換拠点。 

・ 観光案内、交通案内等の表示があること  
・ 駐車場、駐輪場が整備されていること  
・ 上屋、ベンチがあること  
・ トイレがあること 
・ 自動販売機等の飲食機能があること 

 ネットワークを担う 
主な交通機関 

役割 

公共 
交通 

高速バスネットワーク 高速バス 島内と島外を結ぶ広域交通の軸。 

幹線 年間利用者数５万人以上の路線バス・コミ
ュニティバス 

島内の広域拠点を結ぶ島内移動ネットワーク
の主軸。 

準幹線 年間利用者数１万人以上、５万人未満
の路線バス・コミュニティバス 

広域拠点と地域拠点を結ぶ、幹線を補完する
軸。 

支線 年間利用者数１万人未満のコミュニティバ
ス・自主運行バス 

幹線や拠点と周辺地域を結ぶ、地域の移動を
支える軸。 

その他 
船舶 島内と島外や離島を結ぶ、生活を支える軸。 

タクシー 
幹線、準幹線、支線を補完して、多様な移動
ニーズに応える。 

福祉交通 福祉有償運送・介護タクシー等 公共交通で対応できない方の輸送手段。 
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■目標達成に向けた施策  
 

目標１ 取組を推進していくための体制づくり 
 
1-1 ３市による統一的な推進体制の

構築 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●統一的な推進体制の構築とコミュニ
ティバスの統合に向け検討 行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  

 

目標２ 利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成 
 

 指標 単位 基準値 目標値 
2028（令和 10)年度 

目標値１ 路線バス・コミュニティバスの年間利用者数 人 635,458 
（2023（令和５）年） 532,000 

目標値２ 路線バス・コミュニティバスへの利用者一人当たりの公的資
金投入額 円 470.9 

（2022（令和４）年） 470.9 
 
２-1 幹線、準幹線、支線等の路線の役

割に応じたネットワークの形成 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●運行水準の維持・向上とニーズ等に応
じた見直し 

バス事業者、行政、
淡路島観光協会 検討・調整〈可能なものから実施〉  

●高速バスの地域内の拡大 バス事業者、行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  
 
２-２ 市域を超えた移動環境の向上 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度

以降 

●市域を超えた路線の見直し 行政、バス事業者、
淡路島観光協会 検討・調整 実施 

●乗り継ぎ等利用しすい手段の導入 行政、バス事業者 検討・調整〈可能なものから実施〉  
 
２-３ 広域拠点、地域拠点の役割に応

じた交通結節機能の充実 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●淡路インターチェンジ、洲本インター
チェンジの地域拠点としての整備及
び淡路島南パーキングエリアの地域
拠点化の検討 

行政、バス事業者、
タクシー事業者、淡
路島観光協会、本州
四国連絡高速道路㈱ 

淡路 IC 検討・調整  

洲本 IC 検討・調整  

淡路島南 PA 検討・調整  

●拠点における交通結節機能の向上 
行政、バス事業者、
タクシー事業者、淡
路島観光協会、本州
四国連絡高速道路㈱ 

検討・調整〈可能なものから実施〉  

●乗り換え案内・情報発信機能の統一 
行政、バス事業者、
タクシー事業者、淡
路島観光協会 

検討・ 
調整 実施 

●乗り継ぎ時間の短縮 バス事業者、行政 ダイヤ改定にあわせて随時実施 

●高速舞子バスストップの交通結節機
能強化 

バス事業者、行政、 
本州四国連絡高速
道路㈱ 

実施 

 

目標 3 日常の移動手段の充実（通勤・通学、買物、通院等） 
 

 指標 単位 基準値 目標値 
2028（令和 10)年度 

目標値 3 住まいの地域の公共交通が便利だと思う人の割合 ％ 12 
（2022（令和 4）年） 12 

 
３-１ 公共交通空白地における移動手

段の確保 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●公共交通空白地における地域内交通
の導入 

住民、行政、バス事業
者、タクシー事業者、
地域の企業や団体 

継続実施 



4 

 
３-２ 地域の状況に応じた移動手段の

充実 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●地域の需要に応じた移動手段の導入 
住民、行政、バス事業
者、タクシー事業者、
地域の企業や団体 

検討・調整〈可能なものから実施〉  

●福祉サービスとの連携 行政、タクシー事業
者、福祉事業者 継続実施 

 

目標４ 非日常の移動手段の充実（観光等） 
 

 指標 単位 基準値 目標値 
2028（令和 10)年度 

目標値 4 レンタカー、カーシェアが導入されている広域拠点数 箇所 3 
（2023（令和５）年） 5 

目標値 5 空港や新幹線駅からのバス路線の設定状況 路線 6 
（2023（令和 5）年） 7 

 
４-１ 観光に対応した移動手段の充実 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度

以降 

●二次交通の充実 
バス事業者、タクシ
ー事業者、淡路島観
光協会、行政、地域
の企業や団体 

検討・調整〈可能なものから実施〉  

 
4-２ 広域乗換拠点からの交通手段の

充実 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●空港等からの交通手段の充実 行政、バス事業者 検討・調整〈可能なものから実施〉  

 

目標 5 持続可能な地域公共交通の実現 
 

 指標 単位 基準値 目標値 
2028（令和 10)年度 

目標値 6 路線バス・コミュニティバスの収支率 ％ 29.4 
（2022（令和４）年） 29.4 

 
５-１ シームレスな移動サービスの提

供、MaaSの推進 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●総合的な地域公共交通情報の発信 
行政、バス事業者、
船舶事業者、淡路島
観光協会、商工団体 

継続実施 

●バスの統一的なナンバリング 行政、バス事業者、
船舶事業者 

検討・
調整 実施 

●キャッシュレス化の推進 バス事業者、行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  
●周遊パスの充実や交通モードを超え

た乗り継ぎ切符の導入 
バス事業者、淡路島
観光協会、行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  

 
５-２ 多様な主体の連携による利用を

促す取り組みと移動サービスの
確保 

実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●地域公共交通の利用機会の創出 行政、バス事業者、
住民、教育機関 継続実施 

●運転手確保のための支援 バス事業者、タクシ
ー事業者、行政 継続実施 

 
５-３ 新技術等を活用した新たな取り

組みの推進 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●環境負荷の小さい車両の導入による
脱炭素化の推進 

バス事業者、タクシ
ー事業者、行政 継続実施 

●新技術や新しい仕組みによる取組の
推進 

バス事業者、タクシ
ー事業者、行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  

 
2024（令和 6）年 3 月 

淡路島地域公共交通活性化協議会 


